
幕
府
御
用
と
し
て
の
席
画
に
つ
い
て

尾
本
師
子

［
キ
ー
ワ
ー
ド
　
①
席
画
②
御
絵
師
③
将
軍
代
替
り
儀
礼
④
勅
使
饗
応
⑤
奥
表
］

は
じ
め
に

　

「
宴
会
や
集
会
の
席
上
な
ど
で
、
注
文
に
応
じ
て
即
席
に
絵
を
描
く
こ
と
」
を
「
席
画
」
と
い
う
（
－
）
。
近
世
か
ら
近
代
に
か
け

て
広
く
親
し
ま
れ
て
い
た
席
画
で
あ
る
が
、
そ
の
実
態
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
絵
画
は
、
画
室
に
沈
潜
す
る
芸
術
家
に
よ

っ
て
の
み
生
み
出
さ
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
貴
人
の
客
間
で
需
め
に
応
じ
て
描
か
れ
た
り
、
俗
士
の
宴
席
で
賑
々
し
く
描
き
と

ば
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
も
あ
り
え
て
い
た
の
だ
が
、
我
々
は
つ
い
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
が
ち
で
あ
る
。
我
々
が
席
画
と

聞
い
て
最
初
に
思
い
浮
べ
る
の
は
、
む
し
ろ
席
画
を
否
定
し
た
南
画
家
の
言
論
だ
ろ
う
。
桑
山
玉
洲
や
中
林
竹
洞
ら
に
と
っ
て
、

絵
は
、
雑
念
を
払
い
精
神
を
澄
ま
せ
て
描
か
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
絵
画
の
中
で
も
特
に
南
画
を
「
只
余
閑
の
折
に
触

れ
て
是
を
為
し
、
其
幽
逸
を
楽
し
む
の
業
」
と
規
定
し
、
南
画
に
志
す
者
は
ゆ
め
ゆ
め
席
画
い
た
す
べ
か
ら
ず
、
と
戒
め
て
い

1
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る
（
g
。
そ
し
て
現
在
、
玉
洲
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
主
張
が
、
南
画
理
念
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
少
数
派
の
立
場
か
ら
為
さ
れ
た

も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
幕
府
主
催
の
席
画
を
と
り
あ
げ
る
。
席
画
と
し
て
は
ご
く
限
ら
れ
た
局
面
で
し
か
な
い
が
、
現
在
、
席
画
が
玉
洲

ら
の
著
述
を
通
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
形
で
想
起
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ず
か
な
り
と
も
そ
の
実
態
を
紹
介
す
る
こ
と

に
意
味
は
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
席
画
を
一
種
の
「
芸
能
」
と
し
て
と
ら
え
、
出
来
上
が
っ
た
絵
画
作
品
で
は
な
く
、
席
画
が
行
わ
れ
る
時
と

場
所
、
そ
の
目
的
、
観
客
及
び
演
じ
手
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
芸
能
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
席
画
を
、

江
戸
幕
府
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
他
の
芸
能
－
茶
湯
や
連
歌
、
能
・
舞
楽
・
囲
碁
な
ど
ー
の
文
脈
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
こ
れ
ら
の
芸
能
は
将
軍
御
成
に
複
合
的
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
り
、
慶
弔
の
式
典
や
年
中
行
事
に
単
独
で
採
り
込
ま
れ
た
り

し
て
い
た
。
個
々
の
芸
能
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
或
い
は
幕
府
の
儀
礼
形
成
に
関
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
諸
芸
能
が
、

主
従
の
契
り
を
深
め
る
場
を
提
供
し
、
か
つ
幕
府
儀
礼
に
文
化
的
な
意
匠
を
与
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
、
時
に
階
層
生
成

装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
三
。
以
下
、
幕
府
御
用
の
席
画
の
諸
形
態
を
紹
介
し
て
い
く
中
で
、

席
画
が
果
た
し
て
い
た
同
様
の
役
割
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

2

一、

奄
ｶ
手
の
階
層

席
画
の
形
態
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
少
し
遠
回
り
を
し
て
幕
府
作
画
機
構
の
概
要
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

幕
府
行
事
と
し
て
芸
能
が
執
り
行
わ
れ
る
際
、
そ
の
鑑
賞
の
場
に
は
必
ず
階
層
的
秩
序
が
持
ち
こ
ま
れ
る
。
芸
能
鑑
賞
の
場
は
、



幕府御用としての席画について（尾本　師子）

席
次
や
服
装
な
ど
を
通
し
て
、
会
衆
間
に
互
い
の
序
列
を
再
確
認
さ
せ
る
場
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
演
じ
手
た
ち
に
対
し
て
も

「
演
じ
る
資
格
」
と
い
う
べ
き
も
の
が
、
階
層
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
席
画
の
上
演
・
鑑
賞
の
様
態
を
み
て
い
く
た

め
に
は
、
絵
師
の
演
じ
手
と
し
て
の
資
格
、
す
な
わ
ち
身
分
・
格
式
の
把
握
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

幕
府
の
画
事
を
務
め
た
専
門
画
工
に
は
、
身
分
上
〈
御
絵
師
〉
〈
絵
方
〉
〈
町
絵
師
〉
の
三
者
が
あ
っ
た
〔
、
）
。
そ
し
て
幕
府
は
以

下
の
如
く
状
況
に
応
じ
て
こ
の
三
者
を
使
い
分
け
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
な

　

〈
御
絵
師
〉
は
、
幕
府
か
ら
「
御
絵
師
」
の
称
え
を
許
さ
れ
、
身
分
的
保
障
を
う
け
た
絵
師
た
ち
で
あ
る
。
現
在
、
慣
用
的
に

「
幕
府
御
用
絵
師
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
絵
師
i
狩
野
家
十
六
家
・
住
吉
家
・
板
谷
家
の
絵
師
1
と
ほ
ぼ
重
な
る
と
考
え
て
も
ら
っ

て
よ
い
が
、
重
要
な
の
は
、
幕
府
が
こ
の
集
団
を
身
分
に
よ
っ
て
規
定
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
御
絵
師
そ
れ
ぞ
れ
の
処
遇
に
は
大

き
な
格
差
が
あ
り
、
中
に
は
扶
持
を
給
付
さ
れ
ず
、
年
始
五
節
句
な
ど
の
将
軍
拝
謁
儀
礼
へ
の
参
列
が
許
さ
れ
な
い
者
も
い
る
。

し
か
し
最
低
で
も
、
幕
府
か
ら
書
面
を
も
っ
て
「
御
絵
師
」
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
町
人
と
は
違
う
扱
い
を
受

け
た
。
御
絵
師
は
若
年
寄
の
所
管
下
に
あ
っ
て
、
業
務
上
の
指
示
も
原
則
的
に
若
年
寄
か
ら
受
け
る
。

　

幕
府
の
建
築
工
事
を
宰
領
す
る
作
事
奉
行
・
屏
風
な
ど
の
調
度
を
管
理
す
る
同
朋
頭
、
両
者
の
配
下
に
も
絵
師
が
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
「
作
事
方
絵
方
」
「
同
朋
頭
支
配
絵
方
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
家
禄
は
な
く
、
ま
た
年
始
や
五
節
句
な
ど
の
幕
府
儀
礼
に
参

加
し
た
形
跡
も
見
ら
れ
な
い
。
作
事
方
・
細
工
所
な
ど
に
出
頭
し
て
実
務
役
入
の
下
で
働
き
、
身
分
上
は
町
人
の
扱
い
だ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
〈
絵
方
〉
は
、
文
献
上
は
時
折
「
町
絵
師
」
と
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
同
朋
頭
支
配
絵
方
の
川
村
家
は
事

実
上
世
襲
化
し
て
お
り
、
代
々
、
狩
野
家
の
門
人
と
な
っ
て
い
た
。

　

以
上
は
幕
府
に
恒
常
的
に
仕
え
て
い
た
絵
師
だ
が
、
他
に
入
札
に
よ
っ
て
作
事
に
参
加
す
る
〈
町
絵
師
〉
も
い
た
。
例
え
ば
寛

政
六
年
（
一
七
九
四
）
日
光
東
照
宮
の
修
復
に
際
し
、
御
絵
師
か
ら
は
狩
野
春
笑
宣
信
・
狩
野
素
川
章
信
が
命
じ
ら
れ
、
他
に
町

3
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絵
師
「
英
宇
・
昌
樹
・
新
右
衛
門
」
の
「
組
合
」
が
落
札
、
彩
色
を
分
担
し
た
（
，
）
。

　

絵
師
の
格
式
は
、
画
題
や
仕
様
と
同
様
、
絵
の
格
式
を
決
定
す
る
要
素
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
霊
廟
の
彩
色
は
同
時
に
三
者

に
命
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
御
絵
師
が
建
物
の
中
心
部
分
を
担
当
し
、
絵
方
・
町
絵
師
が
周
縁
部
分
を
担
当
す
る
決
ま

り
に
な
っ
て
い
た
。
坪
当
り
の
画
料
も
御
絵
師
と
町
絵
師
で
は
差
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
無
論
、
任
命
の
形
式
・
書
式
や
、
現
場

の
役
人
と
の
や
り
取
り
に
お
い
て
、
御
絵
師
は
旗
本
な
い
し
御
家
人
の
格
で
遇
さ
れ
、
他
の
者
は
町
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

　

席
画
に
関
し
て
は
、
絵
方
・
町
絵
師
へ
の
下
命
は
見
ら
れ
な
い
。
幕
府
御
用
と
し
て
、
公
式
に
将
軍
や
勅
使
・
門
跡
の
前
で
揮

毫
で
き
る
の
は
御
絵
師
に
限
ら
れ
て
い
た
〔
6
＞
。

　

さ
ら
に
御
絵
師
の
集
団
内
に
も
層
位
的
秩
序
が
あ
っ
た
。
特
定
の
家
柄
か
ら
数
名
が
〈
奥
絵
師
〉
を
命
じ
ら
れ
、
定
期
的
に
登

城
し
て
奥
向
の
御
用
を
務
め
る
。
そ
れ
以
外
の
御
絵
師
は
く
表
絵
師
V
と
呼
ば
れ
、
折
々
の
下
命
に
応
じ
て
御
用
を
務
め
る
。
奥

絵
師
／
表
絵
師
は
、
家
禄
や
、
幕
府
の
職
制
内
で
の
位
置
付
け
に
お
い
て
、
上
下
関
係
に
あ
っ
た
（
，
v
。
そ
の
関
係
は
、
御
用
の
分

担
に
も
対
応
し
て
い
る
。
御
用
と
し
て
の
席
画
は
以
下
に
示
す
よ
う
な
複
数
の
形
態
を
採
る
が
、
そ
こ
で
も
奥
絵
師
／
表
絵
師
の

役
割
分
担
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

4

二
、
奥
絵
師
に
よ
る
御
前
絵

（一

j
御
前
絵
の
形
態

将
軍
及
び
そ
の
世
子
の
前
で
席
画
を
務
め
る
の
は
、
専
ら
奥
絵
師
で
あ
る
。
奥
絵
師
は
月
に
数
日
、
決
め
ら
れ
た
日
に
登
城
す



る
。
通
常
は
城
内
の
「
御
絵
部
屋
」
に
詰
め
て
城
内
を
飾
る
絵
や
贈
答
用
の
絵
を
描
い
て
い
る
が
、
将
軍
，
世
子
閑
暇
の
折
に
は
、

御
座
所
に
召
さ
れ
て
席
画
を
務
め
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
御
前
絵
」
と
い
う
。
ま
た
時
折
「
大
奥
御
透
見
」
と
称
し
て
、
将

軍
が
招
い
た
大
奥
の
女
性
た
ち
の
前
で
席
画
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
御
前
絵
・
大
奥
御
透
見
は
、
寛
い
だ
雰
囲
気
で
格
式
ば

ら
ず
に
行
わ
れ
、
描
き
手
と
観
衆
の
他
に
は
、
少
数
の
近
習
と
奥
坊
主
が
立
ち
会
う
の
み
で
あ
る
。
奥
絵
師
は
度
々
声
を
か
け
ら

れ
、
菓
肴
を
下
賜
さ
れ
、
時
に
は
将
軍
手
ず
か
ら
の
盃
を
受
け
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
一
例
と
し
て
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）

四
月
十
四
日
、
西
丸
に
出
勤
し
た
奥
絵
師
狩
野
晴
川
院
の
勤
務
状
況
を
挙
げ
る
。

幕府御用としての席画について（尾本　師子）

【
史
料
一
】
狩
野
晴
川
院
「
公
用
日
記
〔
8
）
」
文
政
十
一
年
四
月
十
四
日
条

西
丸
御
定
日
例
刻
罷
出
、
十
一
ロ
ニ
而
認
、
昼
時
比
御
絵
所
江
出
御
二
而
御
覧
有
之
、
昼
時
過
山
里
御
乗
馬
相
済
、
夕
刻
御
休
息

江
召
し
て
御
前
画
色
々
認
、
種
々
上
意
有
之
、
伜
之
事
御
尋
、
六
才
二
相
成
旨
申
上
候
処
、
画
認
候
哉
、
去
年
β
初
メ
候
由
御

答
申
上
、
御
本
丸
二
而　

御
覧
も
有
之
、
上
ハ
此
御
方
江
も
御
覧
二
入
れ
候
様
御
直
二
御
沙
汰
有
之
、
難
有
事
也
、

十
一
口
廊
下
で
絵
を
描
い
て
い
た
晴
川
院
は
、
席
画
の
た
め
に
改
め
て
休
息
問
に
召
し
出
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
御
前
絵
は
原
則

と
し
て
休
息
間
で
行
わ
れ
る
（
、
）
。
休
息
問
は
本
丸
・
西
丸
そ
れ
ぞ
れ
の
中
奥
に
あ
り
、
将
軍
・
世
子
の
執
務
室
と
起
居
の
間
を
兼

ね
て
い
る
。
謡
の
稽
古
や
奥
儒
者
の
進
講
が
行
わ
れ
る
の
も
こ
の
部
屋
で
あ
る
。
ち
な
み
に
表
の
儒
者
林
大
学
頭
の
進
講
は
「
御

座
間
」
で
行
わ
れ
る
。
同
じ
中
奥
で
も
休
息
間
よ
り
少
し
表
寄
り
に
あ
る
御
座
間
は
、
主
に
老
中
の
謁
見
や
役
人
の
任
命
な
ど
が

行
わ
れ
る
部
屋
で
、
よ
り
公
的
な
空
間
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
n
）
。

　

【
史
料
一
】
に
見
る
よ
う
に
席
上
で
の
将
軍
・
世
子
は
、
画
題
や
仕
様
に
関
し
て
事
細
か
に
注
文
を
出
す
の
が
常
で
あ
っ
た
。

5
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加
え
て
絵
師
個
人
の
処
遇
に
関
わ
る
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
日
家
慶
は
、
晴
川
院

の
嫡
子
の
画
業
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
。
晴
川
院
の
書
き
留
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
既
に
晴
川
院
嫡
子
の
描
い
た
絵
は
家
斉
の

上
覧
が
済
ん
で
お
り
、
家
慶
に
も
見
せ
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
と
い
う
。
奥
絵
師
は
将
軍
か
ら
親
し
く
言
葉
を
か
け
ら
れ
る
機
会

に
恵
ま
れ
た
数
少
な
い
役
職
で
あ
っ
た
。
但
し
、
そ
の
親
し
さ
は
御
前
絵
の
空
間
－
将
軍
・
世
子
個
人
に
属
す
る
閉
じ
ら
れ
た
空

間
1
で
の
み
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
家
慶
は
、
風
邪
気
味
の
日
な
ど
、
休
息
間
上
段
に

「
長
菌
」
を
敷
か
せ
、
楽
な
姿
勢
で
席
画
を
見
物
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
、
）
。
将
軍
は
、
公
的
な
行
事
へ
出
御
の
際
は
も
ち
ろ
ん
、

老
中
．
若
年
寄
の
謁
見
に
も
必
ず
袴
を
着
し
、
威
儀
を
正
し
て
姿
を
現
す
。
し
か
る
に
奥
絵
師
は
、
将
軍
・
世
子
の
私
的
な
日
常

の
奥
深
く
に
入
り
込
み
、
彼
等
が
公
的
に
は
決
し
て
見
せ
る
こ
と
の
な
い
、
無
防
備
な
姿
に
接
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

6

（
二
）
奥
絵
師
席
画
の
規
制

　

こ
う
し
て
将
軍
の
私
的
な
空
間
で
行
わ
れ
て
い
る
席
画
を
、
奥
絵
師
が
他
所
で
も
行
う
こ
と
は
、
将
軍
の
尊
厳
を
冒
す
も
の
と

考
え
ら
れ
、
規
制
さ
れ
て
い
た
。
以
下
に
示
す
の
は
、
月
例
の
表
絵
師
席
画
会
を
差
配
し
て
い
た
表
絵
師
が
、
或
る
時
、
奥
絵
師

を
拝
命
し
た
た
め
、
以
後
の
差
配
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
、
絵
師
と
若
年
寄
の
間
で
な
さ
れ
た
や
り
と
り
で
あ
る
。

【
史
料
二
】
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
文
政
十
一
年
十
月
四
日
条

一
、
御
右
筆
組
頭
船
橋
勘
左
衛
門
江
対
面
ス
、
先
日
余
6
申
シ
テ
云
、
探
信
儀
此
度
奥
御
用
被
仰
付
候
二
付
例
月
八
日
席
画
之

　
　

節
只
今
6
後
席
画
相
認
不
申
候
、
尤
兼
テ
探
信
儀
同
苗
共
席
画
と
り
し
ま
り
之
事
摂
津
守
殿
よ
り
被
仰
渡
有
之
候
所
、
此



後
席
画
不
相
認
候
而
も
伜
探
渕
ハ
諸
所
江
も
出
席
致
シ
、
又
宅
二
而
も
席
画
催
候
事
故
、
矢
張
探
信
随
分
と
り
し
ま
り
の
事

ハ
相
心
得
可
申
候
、
此
段
若
年
寄
衆
江
御
聞
済
可
被
下
候
段
此
間
余
6
勘
左
衛
門
江
申
聞
置
候
所
、
今
日
当
月
之
御
用
番

京
極
上
総
介
殿
江
申
上
御
聞
置
相
済
候
間
、
其
段
御
心
得
、
探
信
江
御
達
シ
可
被
成
候
様
二
と
勘
左
衛
門
申
聞
候
、
即
今

日
探
信
余
か
宅
二
来
ル
ニ
付
右
之
段
申
達
シ
候
事
（
坦

幕府御用としての席画について（尾本　師子）

表
絵
師
た
ち
は
毎
月
八
日
に
寄
り
合
っ
て
席
画
を
行
っ
て
い
た
。
『
公
用
日
記
』
文
化
十
五
年
二
月
二
十
二
日
条
に
は
「
当
月
御

絵
師
月
次
之
席
絵
、
狩
野
墨
川
宅
二
而
有
之
、
京
極
周
防
守
御
用
部
屋
坊
主
を
以
御
下
ケ
、
晴
川
持
帰
了
」
な
ど
と
あ
り
、
若
年

寄
の
管
理
下
に
絵
師
の
自
宅
で
行
わ
れ
る
、
席
画
の
鍛
錬
会
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
【
史
料
二
】
の
や
り
取
り

の
半
月
あ
ま
り
前
、
鍛
冶
橋
狩
野
家
の
探
信
守
道
は
奥
絵
師
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
伜
探
渕
は
表
絵
師
の
ま
ま
で
あ
り
（
、
〉
、
引
続

き
「
諸
所
江
も
出
席
致
シ
、
又
宅
二
而
も
席
画
催
」
す
が
、
奥
絵
師
と
な
っ
た
父
探
信
守
道
は
、
た
と
え
自
宅
が
会
場
に
な
っ
た

と
し
て
も
、
こ
の
会
で
は
差
配
の
み
行
い
、
揮
毫
は
絶
対
し
な
い
の
で
あ
る
。
絵
師
の
側
で
は
、
奥
絵
師
の
席
画
を
将
軍
の
占
有

物
だ
と
認
識
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

将
軍
の
側
の
認
識
を
示
す
の
が
【
史
料
三
】
で
あ
る
。
文
政
九
年
四
月
八
日
、
本
丸
へ
定
期
出
勤
し
た
奥
絵
師
狩
野
晴
川
院
は
、

休
息
間
水
車
之
間
へ
召
さ
れ
、
家
斉
の
前
で
小
座
敷
小
襖
の
絵
を
描
い
て
い
た
。
そ
の
最
中
、
「
若
君
様
」
す
な
わ
ち
家
斉
の
孫

家
定
が
通
り
掛
り
、
急
遽
、
席
画
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

【
史
料
三
】
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
文
政
九
年
四
月
八
日
条

御
休
息
江
召
シ
有
之
、
即
罷
出
、
御
小
襖
本
書
ハ
水
車
二
而
認　

御
前
二
而
も
為
入
度
々

御
覧
有
之
、
右
認
中　

若
君
様
御
休

7
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息
江　

御
通
り
被
遊
候
御
序
、
認
候
所
江
被
遊　

御
出
、
晴
川
江
画
被

好
ミ
ニ
而
左
之
通
認
、
尤
公
方
様
6
為
書
候
様
御
沙
汰
之
御
様
子
也
、

　

美
濃
紙

　
　
　

横　
　

亀　

鶴　

犬

右
三
枚
認
、
直
二
御
持
被
遊
了
、

晴
川

仰
付
、
御
小
性
頭
取
美
濃
紙
御
広
蓋
二
居
而
持
出　

御

家
定
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
日
満
二
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
ば
か
り
で
あ
る
。
単
純
な
絵
柄
、
「
犬
」
な
ど
と
い
う
子
供
ら
し
い
画

題
が
選
ば
れ
て
は
い
る
が
、
む
ろ
ん
実
際
に
家
定
が
注
文
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
家
斉
が
陰
か
ら
指
示
し
て
、
あ
た
か
も
家
定
の

命
で
行
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
擬
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
家
斉
は
、
嫡
孫
家
定
を
本
丸
に
呼
び
寄
せ
、
万
事
後
見
し
、
日

常
の
起
居
動
作
全
般
に
わ
た
っ
て
家
慶
庶
子
達
と
の
問
に
厳
格
な
区
別
を
設
け
る
こ
と
に
努
め
て
い
た
（
邑
。
こ
の
日
の
席
画
も
、

そ
う
し
た
一
連
の
行
為
と
同
じ
意
図
の
下
に
行
わ
れ
た
と
見
て
よ
い
。
一
座
の
者
が
二
歳
の
幼
児
を
席
画
の
注
文
主
と
し
て
振
る

舞
う
と
い
う
考
え
て
み
れ
ば
異
様
な
光
景
は
、
御
用
の
席
画
の
持
つ
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
奥
絵
師

に
席
画
を
命
じ
る
特
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
他
の
者
に
席
画
見
物
を
許
す
権
限
を
占
有
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
将
軍
及
び

そ
の
後
継
者
の
証
で
あ
る
か
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

8

三
、
表
絵
師
と
将
軍
の
席
画
ー
御
代
始
御
席
画

表
絵
師
が
将
軍
に
席
画
を
披
露
す
る
と
い
う
趣
向
で
行
わ
れ
た
の
が
、
家
斉
・
家
慶
・
家
定
代
始
の
席
画
で
あ
る
。
表
絵
師
は
、



奥
絵
師
の
よ
う
に
将
軍
に
近
侍
す
る
こ
と
は
な
い
。
継
嗣
が
順
調
で
あ
れ
ば
、
許
さ
れ
て
年
始
五
節
句
な
ど
の
将
軍
拝
謁
儀
礼
に

参
列
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
着
座
位
置
は
他
の
御
用
達
職
人
・
商
人
の
列
で
あ
り
、
ほ
ぼ
末
席
に
近
い
。
彼
等
が
そ
の
生

涯
で
も
っ
と
も
将
軍
に
近
づ
く
機
会
が
「
御
代
始
御
席
画
」
な
の
で
あ
る
。

　

御
代
始
御
席
画
は
奥
絵
師
た
ち
の
席
画
と
は
か
な
り
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
ず
、
御
絵
師
か
ら
将
軍
へ
開
催
を
願
い
出
、
先

例
が
勘
考
さ
れ
た
う
え
で
開
催
が
決
定
さ
れ
る
。
家
慶
将
軍
宣
下
の
年
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
六
月
二
十
八
日
に
御
絵
師
筆

頭
茜
の
狩
野
晴
川
院
は
、
家
斉
付
の
小
納
戸
頭
取
内
藤
忠
明
へ
次
の
よ
う
な
書
面
を
提
出
し
た
。

幕府御用としての席画について（尾本　師子）

【
史
料
四
】
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
天
保
八
年
六
月
二
十
八
日
条

大
御
所
様　

御
代
始
天
明
六
午
年
十
二
月
十
六
日
表
御
絵
師
江
御
席
絵
被　

仰
付
相
勤
候
御
振
合
茂
御
座
候
間
可
相
成
儀
二
御
座

候
ハ
・
何
卒
此
度
茂
表
御
絵
師
江

御
席
絵
被　

仰
付
被
下
置
候
様
仕
度
奉
存
候
、
左
候
得
者
表
二
而
年
来
家
業
出
情
仕
罷
在
候
規
模
茂
相
立
、
一
統
向
後
之
励
二
茂

相
成
冥
加
至
極
難
有
仕
合
奉
存
候
、
依
之
右
之
段
私
6
奉
願
可
然
儀
二
御
座
候
哉
、
別
紙
例
書
相
添
御
内
意
奉
伺
候
、
以
上

　

六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

狩
野
晴
川
院

前
将
軍
代
始
の
例
に
倣
っ
て
表
絵
師
に
席
画
を
仰
せ
付
け
て
い
た
だ
き
た
い
、
つ
い
て
は
そ
の
旨
晴
川
院
か
ら
願
い
出
て
も
よ
い

か
、
と
い
う
内
々
の
打
診
で
あ
る
。
こ
れ
は
聞
き
入
れ
ら
れ
、
一
月
後
、
正
式
な
願
書
を
提
出
、
そ
の
年
の
十
二
月
十
二
日
に
席

画
が
行
わ
れ
た
。
会
場
は
、
普
段
奥
絵
師
の
席
画
が
行
わ
れ
て
い
る
休
息
間
で
は
な
く
、
御
座
間
で
あ
る
。
【
図
一
】
が
示
す
よ

う
に
、
本
丸
の
御
座
間
下
段
之
間
に
将
軍
の
座
が
設
け
ら
れ
、
二
之
間
・
入
側
に
御
用
取
次
・
小
姓
・
小
納
戸
が
着
座
す
る
。
将

9
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、

．

、

4

【図一　天保八年御代始御席画会場平面図

「公用日記」天保八年十二月十二日条より】

10



幕府御用としての席画について（尾本　師子）

【図二　嘉永七年御代始御席画準備の際の手控え
『東洋美術大観』巻五より（注17参照）】

ll
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軍
と
は
一
部
屋
を
隔
て
た
三
之
間
に
毛
饒
を
四
枚
敷
き
並
べ
、
そ
れ
が
席
画
の
座
で
あ
る
。
や
が
て
、
小
納
戸
頭
取
と
共
に
表
絵

師
七
人
が
入
場
し
、
奥
絵
師
に
な
っ
た
ば
か
り
の
板
谷
桂
舟
を
加
え
た
八
人
の
御
絵
師
が
「
初
座
」
「
後
座
」
に
分
れ
て
、
次
々

と
揮
毫
し
て
い
く
。
晴
川
院
は
、
表
絵
師
た
ち
の
傍
に
つ
い
て
進
退
の
指
示
を
出
す
。
晴
川
院
が
、
描
き
終
っ
た
者
の
脇
で
小
姓

頭
取
を
窺
う
素
振
り
を
す
る
と
、
小
姓
頭
取
は
将
軍
の
気
色
を
う
か
が
い
、
晴
川
院
に
「
目
く
バ
せ
」
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
晴

川
院
が
描
き
手
に
交
替
を
申
し
達
し
、
描
き
手
は
平
臥
し
て
下
が
る
。
全
員
が
描
き
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
ま
た
一
同
平
臥
す
る
。

将
軍
が
席
を
立
ち
、
御
絵
師
た
ち
は
そ
の
場
で
料
理
を
頂
戴
す
る
。
列
席
者
の
入
場
か
ら
、
食
事
終
了
ま
で
凡
そ
二
時
間
半
程
を

要
し
た
（
垣
。

　

御
絵
師
た
ち
は
、
前
日
晴
川
院
宅
に
集
め
ら
れ
、
当
日
の
段
取
り
に
つ
い
て
指
示
を
う
け
た
。
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
家
定

の
御
代
始
御
席
画
を
命
じ
ら
れ
た
表
絵
師
が
、
こ
の
天
保
八
年
家
慶
御
代
始
御
席
画
で
の
画
旦
ハ
配
置
図
や
会
場
平
面
図
を
、
晴
川

院
の
手
控
え
か
ら
写
し
と
っ
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
（
【
図
二
】
）
（
u
。
お
そ
ら
く
、
天
保
八
年
御
代
始
御
席
画
の
前
日
に
も
、

会
場
平
面
図
を
囲
ん
で
打
ち
合
わ
せ
が
な
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
の
前
日
準
備
で
は
、
当
日
注
文
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
画
題
も
伝
達
さ
れ
た
（
【
表
一
】
）
。
表
絵
師
は
当
日
、
各
々
絹
地
三
幅
対

な
い
し
二
幅
対
と
紙
地
一
〜
三
点
を
描
く
。
こ
の
う
ち
絹
地
幅
対
物
に
関
し
て
は
、
注
文
予
定
の
画
題
が
前
日
ま
で
に
決
め
ら
れ

て
い
た
。
紙
地
の
も
の
に
関
し
て
も
、
晴
川
院
か
ら
あ
ら
か
じ
め
将
軍
へ
六
十
通
程
の
画
題
書
を
提
出
し
て
あ
り
、
将
軍
は
当
日

そ
の
う
ち
か
ら
注
文
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
御
絵
師
も
将
軍
も
、
当
日
何
が
描
か
れ
る
の
か
を
あ
る
程
度
知
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
そ
の
上
、
絹
地
の
絵
は
「
焼
筆
」
の
段
階
で
留
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
こ
の
日
将
軍
が
見
物
し
た
絵
の
半
数
は
今
で
言
う

「
木
炭
」
に
よ
る
下
描
き
に
す
ぎ
な
い
。
事
実
、
こ
れ
ら
「
席
画
」
は
、
絵
師
た
ち
の
自
宅
に
下
げ
渡
さ
れ
、
清
書
・
彩
色
の
上
、

後
日
改
め
て
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

12
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【
表
一　

天
保
八
年
御
代
始
御
席
画
画
題
】

筆
者

仕
様

画
題

予
告
の
有
無

絹
大
立　

三
幅
対　

焼
筆

寿
老
人
左
右
鶴

前
日
達
し

祐
清

地
唐
紙　

中
立
物　

素
書

瀧
登
り
鯉

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

服
沙　
　

中
横
物　

素
書

松
二
鷹

当
日
御
好

絹
中
立　

三
幅
対　

焼
筆

後
京
極
左
右
吉
野
竜
田

前
日
達
し

晴
雪

地
唐
紙　

中
立
物　

素
書

竹
二
雀

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

服
沙　
　

中
横
物　

素
書

唐
子
遊

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

絹
中
立　

三
幅
対　

焼
筆

西
王
母
左
右
花
鳥

前
日
達
し

洞
益

地
唐
紙　

中
立
物　

素
書

松
二
日
出

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

服
沙　
　

中
立
物　

素
書

浪
二
燕

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

絹
中
立　

二
幅
対　

焼
筆

狸
々

前
日
達
し

真
笑

地
唐
紙　

中
立
物　

素
書

舞
鶴

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

服
沙　
　

中
横
物　

素
書

牡
丹
二
蝶

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

服
沙　
　

小
立
物　

素
書

気
吹
亀

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

絹
中
立　

二
幅
対　

焼
筆

四
季
大
和
山
水

前
日
達
し

婁
川

地
唐
紙　

中
立
物　

素
書

竹
二
鶏

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

服
沙　
　

中
横
物　

素
書

米
つ
ミ
舟

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

服
沙　
　

小
立
物　

素
書

福
禄
寿

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

絹
中
立　

二
幅
対　

焼
筆

雨
牡
丹
雪
牡
丹

前
日
達
し

了
承

地
唐
紙　

中
立
物　

素
書

万
歳

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

服
沙　
　

中
横
物　

素
書

菊

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

服
沙　
　

小
立
物　

素
書

鐘
撹

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

絹
中
横　

二
幅
対　

焼
筆

七
福
神

前
日
達
し

探
龍

地
唐
紙　

中
立
物　

素
書

三
疋
馬

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

服
沙　
　

中
横
物　

素
書

月
二
雁

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

服
沙　
　

小
立
物　

素
書

竹
二
虎

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

桂
舟

絹
中
立　

二
幅
対　

焼
筆

花
鳥

前
日
達
し

地
唐
紙　

中
横
物　

素
書

和
歌
之
浦

六
十
通
絵
様
書
の
う
ち

　

こ
う
し
た
措
置
は
、
我
々
が
席
画
の
醍
醐
味
と

推
測
し
て
き
た
も
の
1
即
興
性
や
見
世
物
性
1

を
、
著
し
く
殺
ぐ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
絵
師
が
限

ら
れ
た
時
間
・
必
要
最
低
限
の
画
材
し
か
与
え
ら

れ
な
い
状
況
で
、
何
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
見
せ

て
く
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
、
観
衆
の
期
待
は

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
芸
能
」
と
し
て
の
面
白

さ
を
追
求
す
る
な
ら
、
注
文
に
対
す
る
機
智
的
な

対
応
・
見
世
物
と
し
て
の
映
え
な
ど
を
工
夫
す
る

の
が
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
御
代
始
御
席

画
に
見
ら
れ
る
措
置
は
、
い
わ
ば
「
芸
能
」
の
形

骸
化
に
他
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
御
代
始
御
席
画
は
将
軍
を
慰
め
る
為

の
私
的
な
席
画
で
は
な
い
。
新
将
軍
が
御
絵
師
の

身
分
を
改
め
て
確
定
す
る
た
め
の
「
儀
式
」
と
し

て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
会
場

の
選
定
・
参
列
者
の
顔
ぶ
れ
・
揮
毫
の
形
態
に
そ

れ
が
表
れ
て
い
る
。
儀
式
で
あ
る
以
上
、
不
確
定

13
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要
素
を
で
き
る
限
り
排
除
し
て
、
円
滑
な
進
行
が
計
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
絵
師
の
対
応
し
き
れ
な
い
よ
う
な
難
し
い
注
文

は
さ
れ
な
い
し
、
絵
師
の
方
で
も
機
智
的
な
対
応
を
し
て
将
軍
を
驚
か
せ
よ
う
な
ど
と
は
夢
に
も
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。
幕
府
の

将
棋
師
・
囲
碁
師
ら
が
年
に
一
度
行
う
御
前
将
棋
・
御
前
碁
も
、
時
間
内
に
勝
負
を
つ
け
る
た
め
に
、
前
日
以
前
に
打
っ
た
碁
を

当
日
再
現
す
る
形
態
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
〔
B
）
。

　

席
画
は
、
探
幽
以
来
の
芸
能
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
（
坦
、
芸
能
と
し
て
の
歴
史
の
浅
さ
も
あ
っ
て
、
上
演
・
鑑
賞
の
仕
方

に
参
照
す
べ
き
こ
れ
と
い
っ
た
決
ま
り
も
実
は
な
か
っ
た
。
天
保
八
年
御
代
始
御
席
画
の
式
次
第
や
会
場
設
営
は
、
事
前
に
晴
川

院
と
小
姓
頭
取
と
が
先
例
を
参
考
に
打
合
せ
、
最
終
的
に
大
御
所
家
斉
が
手
を
入
れ
て
完
成
さ
せ
た
〔
・
。
v
。
小
姓
頭
取
と
晴
川
院
が

目
で
合
図
し
あ
っ
て
指
示
を
出
し
、
八
人
の
御
絵
師
た
ち
が
整
然
と
揮
毫
す
る
、
な
ど
と
い
う
よ
う
に
絵
師
の
所
作
を
荘
重
な
型

と
化
せ
し
め
た
の
は
、
明
ら
か
に
意
識
的
な
演
出
だ
っ
た
。
形
式
化
す
る
こ
と
で
、
遊
戯
で
あ
る
席
画
が
厳
粛
な
も
の
と
な
り
、

象
徴
性
を
帯
び
る
。
ず
っ
と
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
真
正
な
儀
式
で
あ
る
か
の
よ
う
な
感
じ
を
参
列
者
に
抱
か
せ
る
の
が
、
演

出
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
席
画
は
、
前
節
で
紹
介
し
た
よ
う
な
将
軍
閑
暇
の
「
慰
み
」
か
ら
、
演
出
次
第
で
は
「
儀
式
」
に
ま
で

な
り
得
る
芸
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
章
以
下
で
は
、
朝
廷
か
ら
の
使
節
に
対
す
る
「
馳
走
」
と
し
て
行
わ
れ
た
席
画
を
採
り
上
げ
る
。
馳
走
の
席
画
は
、
将
軍
の

慰
み
を
旅
上
の
勅
使
に
分
け
与
え
る
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
も
、
使
節
の
意
味
付
け
に
応
じ
て
細
や
か
な
演
出
が
行

な
わ
れ
て
い
る
。

14



四
、
参
向
公
家
衆
席
画
（
1
）
1
年
頭
勅
使
饗
応
の
席
画

（一

j
席
画
の
形
態

幕府御用としての席画について（尾本　師子）

　

天
皇
即
位
な
ど
の
朝
廷
の
慶
事
、
将
軍
宣
下
・
贈
官
位
ほ
か
幕
府
の
重
要
な
行
事
の
折
々
に
、
朝
廷
か
ら
幕
府
へ
と
勅
使
が
遣

わ
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
臨
時
の
勅
使
は
定
例
の
「
年
頭
勅
使
」
が
兼
ね
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
臨
時
・
定
時
の
勅
使
に
対

す
る
も
て
な
し
の
な
か
に
席
画
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
席
画
は
絵
師
の
史
料
の
中
で
は
「
参
向
公
家
衆

席
画
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

「
年
頭
勅
使
」
と
は
、
将
軍
か
ら
の
年
賀
に
対
す
る
答
礼
と
し
て
、
毎
年
三
月
頃
、
江
戸
へ
遣
わ
さ
れ
る
勅
使
で
、
必
ず
武
家

伝
奏
が
そ
の
任
に
あ
た
る
。
年
頭
勅
使
の
一
行
に
は
、
院
使
・
法
皇
使
な
ど
年
賀
の
使
を
務
め
る
公
家
数
人
、
及
び
摂
家
や
門
跡

な
ど
も
加
わ
る
。
勅
使
は
、
大
名
小
路
の
一
角
に
あ
る
伝
奏
屋
敷
に
逗
留
し
、
勅
使
の
同
行
者
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
伝
奏
屋
敷
や
天

徳
寺
・
本
願
寺
な
ど
に
宿
所
を
与
え
ら
れ
た
藝
。

　

年
頭
勅
使
逗
留
中
に
、
幕
府
と
の
間
で
行
わ
れ
る
一
連
の
行
事
を
「
光
台
一
覧
奪
」
に
よ
っ
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
諸

行
事
の
順
は
一
定
で
は
な
く
、
年
に
よ
っ
て
入
れ
替
わ
り
も
あ
る
。

到
着
当
日

二
日
目

三
〜
四
日
目

勅
使
到
着
の
報
せ
が
城
へ
届
け
ら
れ
る
。

老
中
上
使
・
高
家
が
伝
奏
屋
敷
へ
挨
拶
に
出
向
く
。

勅
使
登
城
、
白
書
院
で
将
軍
と
対
面
。
禁
裏
よ
り
の
太
刀
目
録
を
手
渡
し
、

口
上
を
述
べ
る
。
諸
大
名
・
諸

15
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日六五四
時～～～
不七六五
定日日日
　目目目

役
人
列
候
。

江
戸
城
黒
書
院
で
観
能
、
食
事
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
。
諸
大
名
・
諸
役
人
列
候
。

勅
使
休
息
日
。
伝
奏
屋
敷
へ
席
画
の
絵
師
が
派
遣
さ
れ
る
。

勅
使
登
城
、
将
軍
か
ら
返
礼
を
受
け
、
拝
領
物
を
頂
戴
す
る
。

増
上
寺
・
寛
永
寺
参
詣
。

行
事
の
中
心
は
、
勅
旨
の
伝
達
・
将
軍
よ
り
の
返
礼
と
い
う
対
面
儀
礼
で
あ
る
。
能
と
席
画
は
勅
使
ら
へ
の
饗
応
と
し
て
行
わ
れ

る
。
た
だ
し
両
者
の
規
模
に
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
。
観
能
に
は
、
将
軍
・
勅
使
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
諸
大
名
・
諸
役
人
も
参
列

す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
・
格
式
に
応
じ
た
礼
服
を
身
に
着
け
た
大
名
・
役
人
が
、
江
戸
城
大
広
間
の
下
段
か
ら
四
之
間
に
至
る

ま
で
、
席
次
に
従
っ
て
着
座
す
る
と
い
う
規
模
の
大
き
な
行
事
で
あ
る
。
一
方
、
席
画
は
勅
使
ら
の
宿
所
で
行
わ
れ
、
彼
等
だ
け

を
観
衆
と
す
る
。

　

ま
ず
は
、
勅
使
徳
大
寺
実
堅
の
「
御
在
府
中
御
用
日
次
（
謹
に
拠
っ
て
席
画
の
次
第
を
み
て
み
た
い
。
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

の
勅
使
は
十
月
二
十
六
日
に
江
戸
へ
到
着
し
、
二
十
八
日
に
勅
旨
を
伝
達
、
十
一
月
一
日
に
将
軍
よ
り
の
返
礼
を
受
け
、
翌
日
観

能
に
招
か
れ
た
。
席
画
が
行
わ
れ
た
の
は
到
着
か
ら
四
日
目
の
十
月
二
十
九
日
で
あ
る
。

16

【
史
料
五
】
徳
大
寺
実
堅
「
御
在
府
中
御
用
日
次
」
弘
化
三
年
十
月
二
十
九
日
条

一
、
坊
城
殿
江

　
　

今
晩
席
画
二
付
御
出
被
進
候
様
井
雑
掌
中
二
茂
参
り
候
様
被
仰
進
候
処
、
御
返
答
御
承
知
之
事
、



幕府御用としての席画について（尾本　師子）

、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
馳
走
人
江

　

今
夕
席
画
二
付
見
物
御
入
来
有
之
候
様
被
申
入
候
旨
御
用
聞
江
申
達
候
処
、
不
能
、
其
儀
、

、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
馳
走
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
来

　

今
夕
御
席
画
二
付
出
席
可
仕
旨
被　

仰
下
恭
奉
存
候
、
却
而
御
面
倒
可
被
為
在
与
奉
存
候
二
付
出
席
不
仕
由
申
上
、

　

先
刻
被
仰
下
候
御
礼
茂
申
上
候
也
、

　
　
　

但
先
例
二
有
之
候
得
共
前
文
之
儀
二
付
入
来
無
之
候
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

周
防
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
会

、
坊
城
殿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
出

　

例
之
通
此
御
方
江
御
出
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
絵
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

狩
野
梅
春

　

右
席
画
二
付
罷
出
候
処
、
則
御
近
習
よ
り
名
披
露
畢
而

號
翻
竪
横
物
弐
枚
・
・

　

右
相
画
候
事
、

　

外
二
御
好
物

　
　

竪
物
彩
色

右
二
付

17
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寒
菊
鴛
喬

　
　
　

寒
月
早
梅　

三
副
対

　
　
　

浦
嶋
太
郎

　
　

横
物
彩
色

　
　
　

大
沢
氷

　
　
　
　
　
　
　
　

弐
副
対

　
　
　

象

　

右
奉
書
半
切
二
相
認
、
御
用
人
6
御
用
聞
江
相
渡
候
事
、

　

外
二
弐
枚
ツ
・　

雑
掌
用
人

右
奉
書
半
切
二
相
認
、
前
同
断
、

18

伝
奏
屋
敷
の
敷
地
内
に
は
三
つ
の
御
殿
が
あ
っ
た
忽
。
勅
使
の
徳
大
寺
実
堅
と
坊
城
俊
明
は
個
々
に
御
殿
を
あ
て
が
わ
れ
て
お
り
、

実
堅
が
俊
明
を
御
殿
へ
と
招
き
、
同
席
し
て
席
画
を
見
物
し
て
い
る
。
勅
使
の
接
待
に
当
る
大
名
を
御
馳
走
人
と
呼
び
、
四
〜
五

万
石
の
大
名
の
中
か
ら
毎
回
任
命
さ
れ
た
。
こ
の
年
は
日
向
高
鍋
藩
（
二
万
七
千
石
）
藩
主
秋
月
種
股
が
務
め
て
い
る
。
慣
例
に

よ
っ
て
、
勅
使
が
御
馳
走
人
を
見
物
に
誘
う
が
、
御
馳
走
人
の
方
で
丁
重
に
断
る
の
が
こ
れ
も
決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
勅
使
方
の
近
習
が
御
絵
師
の
名
を
披
露
し
、
席
画
が
始
ま
る
。

　

席
画
が
行
わ
れ
る
の
は
夕
方
や
夜
が
多
く
、
見
物
の
際
に
は
酒
食
が
供
さ
れ
る
。
こ
の
年
、
席
上
で
描
か
れ
た
の
は
勅
使
そ
れ

ぞ
れ
に
「
竪
横
物
二
枚
ツ
・
」
。
「
外
二
御
好
物
」
以
下
に
は
、
追
加
注
文
書
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
席
上
の
絵
と
は
別
に
後

日
制
作
さ
れ
贈
ら
れ
る
も
の
で
、
勅
使
か
ら
画
題
と
仕
様
を
指
定
す
る
。
こ
れ
も
恒
例
と
な
っ
て
い
た
。



幕府御用としての席画について（尾本　師子）

【
表
二

年
頭
勅
使
饗
応
席
画
の
画
題　

狩
野
渓
雲
「
御
用
拍
」
を
元
に
作
成
】　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
注
2
6
参
照

年

勅
使
・
院
使

席
上
で
の
絵

追
加
注
文

勅
使
六
條
有
庸

初
郭
公
調
布

竪
二
幅
対　

顔
淵
懸
瓢
図
・
子
路
負
米
図
竪
二
幅
対　

吉
野
・
龍
田
・
雲
龍

文
化
十
四
年　

惣
絹
地
数　
　

三
十
八
幅　
　
　
　
　

＊

勅
使
・
中
富
使
山
科
忠
言

好
：
竹
の
子
二
大
竹
御
好
：
夏
富
士
（
早
苗
之
処
）

竪
二
幅
対　

鯉
（
あ
し
ら
い
何
二
而
も
）
横
二
幅
対　

滝
・
雪
中
熊

院
使
平
松
時
章

竪　

朱
書　

鍾
旭
竪　

彩
色　

王
喬
乗
亮
竪　

彩
色　

軒
菖
蒲
郭
公

勅
使
山
科
忠
言

二
幅
対　
　

白
梅
紅
梅
（
あ
し
ら
い
何
二
而
も
）　
　
　
　
　

藻
二
年
魚
横　

墨
画　

亀

文
政
二
年　

惣
絹
地
数　
　

三
十
一
枚　
　
　
　
　

＊

勅
使
・
中
宮
使
・
女
御
使
広
橋
胤
定

一
ノ
御
殿　

萩
雁
紅
葉
ニ
ノ
御
殿　

松
風
羅
月　
　
　
　
　

御
好
：
横
物　
　
　
　
　
　

菊
二
小
鳥

三
幅
対　

左　

秋
田
雁
・
中　

富
士
田
子
浦
之
景
秋
色
之
積
・
右　

秋
野
鹿
二
幅
対　

左　

朝
山
路
菊
二
鶴
・
右　

夕
海
辺
紅
葉
亀
（
或
は
河
辺
二
而
も
）

院
使
平
松
時
章

二
幅
対　

中
彩
色　

左　

錐
子
・
右　

鶉
（
あ
し
ら
い
何
二
而
も
）
竪
一
幅　

中
彩
色　

秋
景
原
吉
原
寓
士

勅
使
広
橋
胤
定

御
好
：
松
鶴

二
幅
対　
　

頗
麟
・
鳳
風
二
幅
対　
　

芳
野
春
景
瀧
桜
・
龍
田
秋
景
峯
紅
葉
二
幅
対　
　

椿
紅
白

文
政
十
三
年　

惣
絹
地
数　
　

三
十
五
幅　
　
　
　
　

＊

勅
使
甘
露
寺
国
長

御
好
：
寿
老
人

横　

墨
画　

洗
馬
之
図
竪　
　
　
　

詩
経
天
保
九
如
横　
　
　
　

古
唐
詩
王
昌
齢
採
蓮
曲
竪
対
幅　
　

桃
花
・
李
花

院
使
日
野
資
愛

御
好
：
鶴　
　
　

横
物　

雨
中
之
柳

横　
　
　
　

綾
瀬
富
士　
　
　
　
　

隅
田
川
春
景　
　
　
　
　

飛
鳥
山
秋
景
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【
表
二
】
は
、
狩
野
柳
雪
担
当
年
の
画
題
と
点
数
で
あ
る
（
題
。
画
題
は
隅
田
川
春
景
な
ど
江
戸
参
府
に
因
ん
だ
も
の
、
鶴
亀
な

ど
の
吉
祥
画
題
、
季
節
の
花
鳥
、
古
事
人
物
画
な
ど
で
、
狩
野
家
の
絵
師
に
と
っ
て
は
手
馴
れ
た
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
勅
使
一
人
に
つ
き
、
席
上
で
は
一
〜
二
点
三
枚
ほ
ど
、
追
加
注
文
は
二
〜
三
点
四
〜
六
枚
と
な
っ
て
い
る
（
胆
。

（
二
）
担
当
者
の
任
命
手
続
き

　

弘
化
三
年
に
席
画
を
担
当
し
た
狩
野
梅
春
は
深
川
水
場
町
狩
野
家
の
当
主
、
文
化
十
四
・
文
政
二
・
同
十
三
年
に
担
当
し
た
狩

野
柳
雪
は
小
田
原
町
狩
野
家
の
当
主
、
何
れ
も
表
絵
師
で
あ
る
。
二
十
数
人
い
る
御
絵
師
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
彼
等
が
選

ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
御
絵
師
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
の
記
録
期
間
（
文
化
七
〜
弘
化
三
年
）
に
関
し
て
は
、
席
画
に
派
遣

さ
れ
る
絵
師
が
そ
の
任
命
手
続
き
も
含
め
て
詳
細
に
判
明
す
る
。
本
項
で
は
ま
ず
任
命
手
続
き
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

例
年
、
勅
使
到
着
の
一
〜
三
週
間
前
に
、
御
絵
師
筆
頭
に
対
し
て
席
絵
担
当
者
の
諮
問
が
あ
る
。
筆
頭
は
、
御
絵
師
向
け
の
御

用
全
般
に
関
し
て
、
担
当
役
人
か
ら
御
絵
師
の
推
薦
を
要
請
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
以
下
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
手
順

を
追
う
。
二
月
二
十
六
日
の
勅
使
参
着
に
先
立
ち
、
同
月
十
三
日
晴
川
院
に
、
若
年
寄
か
ら
奥
右
筆
銘
を
介
し
て
、
担
当
御
絵

師
の
推
薦
が
要
請
さ
れ
た
。
『
公
用
日
記
』
天
保
九
年
二
月
十
三
日
条
に
は
、
諸
役
人
か
ら
の
書
状
・
書
付
が
筆
写
さ
れ
て
い
る
。

左
に
掲
げ
る
【
史
料
六
】
は
、
奥
右
筆
か
ら
晴
川
院
に
渡
さ
れ
た
、
勘
定
奉
行
（
馨
よ
り
老
中
宛
の
書
状
の
写
し
で
あ
る
。
伝
奏

屋
敷
に
逗
留
す
る
勅
使
二
人
（
「
定
式
参
向
」
）
と
、
天
徳
寺
に
宿
泊
す
る
知
恩
院
宮
（
「
別
参
向
」
）
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
御
絵
師

一
人
ず
つ
を
派
遣
す
る
よ
う
、
目
付
へ
命
じ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
席
画
日
時
は
、
勘
定
方
が
勅
使
の
坊
官
雑
掌
と
交

渉
し
て
決
め
、
勘
定
方
か
ら
御
絵
師
へ
達
す
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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【
史
料
⊥
ハ
】
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
天
保
九
年
二
月
十
三
日

条定
式
参
向
之
公
家
衆
労
別
参
向
共

逗
留
中
席
画
之
者
差
出
候
儀
二
付
申
上
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
楽
飛
騨
守

定
式
参
向
之
公
家
衆
井
別
参
向
共
逗
留
中
御
絵
師
両
人
席
画
之
儀

被
仰
渡
御
座
候
様
仕
度
奉
存
候
、
尤
伝
奏
屋
敷
江
壱
人
、
知
恩
院

御
門
跡
御
宿
坊
西
久
保
天
徳
寺
江
壱
人
、
都
合
両
人
罷
出
候
様
御

目
付
江
被
仰
渡
可
被
下
候
、
尤
日
限
之
儀
者
着
輿
之
上
坊
官
雑
掌

等
江
掛
り
御
勘
定
方
β
為
掛
合
、
追
而
御
絵
師
江
者
私
共
β
申
達
候

様
可
仕
候
、
依
之
此
段
申
上
候
、
以
上
、

　

戌
二
月

晴
川
院
に
は
さ
ら
に
二
通
の
書
付
が
渡
さ
れ
た
。
一
通
は
、
奥
右
筆

か
ら
出
さ
れ
た
「
絵
師
名
前
」
【
図
三
】
で
、
筆
頭
以
外
の
奥
絵

師
・
表
絵
師
全
員
（
部
屋
住
を
含
む
二
十
八
人
）
の
名
が
「
名
順
（
四
）
」

に
よ
っ
て
記
さ
れ
、
上
段
に
席
画
を
担
当
し
た
年
（
過
去
十
年
分
）

が
書
か
れ
て
い
る
。
天
保
二
・
三
・
五
年
の
履
歴
が
見
え
な
い
の
は
、

【図三　絵師名前　「公用日記」天保九年二月十六日条】
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天
保
九
年
時
点
で
死
亡
し
て
い
る
御
絵
師
の

名
前
が
省
か
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
複
数
回

担
当
し
て
い
て
も
最
新
の
履
歴
の
み
が
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
席
画
を
務
め
た
こ

と
の
無
い
御
絵
師
は
上
段
が
空
欄
に
な
っ
て

い
る
〔
3
。
）
。
家
名
と
天
保
九
年
当
時
の
年
齢
を

補
う
と
【
表
三
】
の
よ
う
に
な
る
。
饗
応
の

席
画
に
は
、
若
手
の
御
絵
師
が
選
ば
れ
る
と

い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
履
歴
を
見
る
限
り
年

齢
は
あ
ま
り
関
係
な
い
よ
う
で
あ
る
（
釦
v
。
選

定
基
準
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

書
付
の
も
う
一
通
は
、
勘
定
方
か
ら
寄
せ

ら
れ
た
席
画
履
歴
の
書
付
で
、
こ
ち
ら
は
記

載
が
名
順
で
は
な
く
、
年
度
順
に
な
っ
て
い

る
。
さ
て
、
翌
日
晴
川
院
は
登
城
し
、
奥
右

筆
を
介
し
て
若
年
寄
へ
返
答
書
を
出
す
。

【
史
料
七
】
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』

【
表
三　

天
保
九
年
御
絵
師
履
歴
一
覧
】

席
画
担
当
年

御
絵
師
氏
名

年
齢

家
名

備
考

天
保　

四
年

狩
野
幸
川

27

浜
町
狩
野
家

天
保
九
年
よ
り
奥
絵
師

文
政
十
二
年

狩
野
探
濁

33

鍛
冶
橋
狩
野
家

天
保
六
年
よ
り
奥
絵
師

狩
野
勝
川

15

木
挽
町
狩
野
家

天
保
六
年
よ
り
奥
絵
師

文
政
十
一
年

狩
野
祐
清

52

中
橋
狩
野
家

天
保　

八
年

狩
野
晴
雪

24

中
橋
狩
野
家

天
保　

八
年

狩
野
洞
益

不
詳

駿
河
台
狩
野
家

天
保
五
年
に
も
担
当

狩
野
洞
白

不
詳

駿
河
台
狩
野
家

洞
益
子

住
吉
内
記

2
か
4
5住
吉
家

天
保　

七
年

狩
野
真
笑

不
詳

山
下
町
狩
野
家

狩
野
休
伯

71

御
徒
町
狩
野
家

狩
野
休
円

不
詳

麻
布
一
本
松
狩
野
家

天
保　

元
年

狩
野
柳
雪

56

小
田
原
町
狩
野
家

狩
野
伯
寿

不
詳

猿
屋
町
代
地
狩
野
家

狩
野
宗
益

25

神
田
松
永
町
狩
野
家

狩
野
梅
軒

不
詳

金
杉
片
町
狩
野
家

天
保　

八
年

狩
野
婁
川

29

根
岸
御
行
松
狩
野
家

狩
野
洞
寿

不
詳

猿
屋
町
代
地
狩
野
家
分
家

天
保　

八
年

狩
野
了
承

70

深
川
水
場
町
狩
野
家

天
保
三
年
に
も
担
当

狩
野
探
玄

62

愛
宕
下
狩
野
家

板
谷
桂
舟

18

板
谷
家

天
保
八
年
よ
り
奥
絵
師

狩
野
春
笑

不
詳

山
下
町
狩
野
家

真
笑
子

狩
野
玉
円

22

御
徒
町
狩
野
家

休
伯
子

狩
野
休
清

29

麻
布
一
本
松
狩
野
家

休
円
子

狩
野
柳
英

不
詳

小
田
原
町
狩
野
家

柳
雪
子

狩
野
素
川

18

猿
屋
町
代
地
狩
野
家

伯
寿
子

天
保　

八
年

狩
野
洞
庭

27

猿
屋
町
代
地
狩
野
家
分
家

洞
寿
子

狩
野
梅
栄

23

深
川
水
場
町
狩
野
家

了
承
子

天
保　

六
年

狩
野
探
龍

39

愛
宕
下
狩
野
家

探
玄
子
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天
保
九
年
二
月
十
四
日
条

定
式
参
向
公
家
衆
井
別
参
向
共
席
絵
御
絵
師
名
前
申
上
候
書
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

狩
野
晴
川
院

定
式
参
向
之
公
家
衆
井
別
参
向
共
逗
留
中
席
画
御
絵
師
名
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

洞
益
子

伝
奏
屋
舗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

狩
野
洞
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

休
白
子

天
徳
寺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

狩
野
玉
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
拍　

探
玄
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

狩
野
探
龍

右
之
通
申
上
候
、
以
上
、

　
　

戌
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

狩
野
晴
川
院

【図四　席画担当絵師選定の連絡系統図】

任
命
さ
れ
た
御
絵
師
が
、
事
故
や
病
気
で
席
画
に
出
ら
れ
な
く
な
る
場
合
に
備
え
、
「
御
拍
」
を
選
ん
で
お
く
。
翌
十
五
日
、
目

付
か
ら
洞
白
・
玉
円
へ
、
若
年
寄
の
仰
せ
渡
し
の
書
面
が
届
け
ら
れ
る
。
洞
白
・
玉
円
両
人
は
若
年
寄
宅
へ
下
命
受
諾
の
挨
拶
に

行
き
、
ま
た
晴
川
院
宅
へ
報
告
に
行
く
。
目
付
に
も
受
諾
書
を
提
出
す
る
。

　

以
上
が
任
命
の
手
続
き
で
あ
る
。
連
絡
系
統
は
【
図
四
】
の
よ
う
に
な
る
。
御
絵
師
筆
頭
へ
の
指
示
は
若
年
寄
か
ら
行
わ
れ
、
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御
絵
師
任
命
の
権
限
も
若
年
寄
に
あ
る
。
一
方
、
勘
定
奉
行
は
老
中
の
管
轄
下
に
あ
っ
て
、
目
付
立
会
い
の
下
、
勅
使
方
の
雑

掌
・
坊
官
と
の
応
対
を
担
当
し
て
い
る
。
煩
雑
な
書
類
の
や
り
と
り
は
、
こ
う
し
た
支
配
系
統
の
違
い
に
一
部
起
因
し
て
い
る
。

　

勘
定
奉
行
と
若
年
寄
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
全
御
絵
師
の
履
歴
を
把
握
し
て
お
り
、
御
絵
師
筆
頭
が
そ
れ
を
前
提
に
し
た
推
薦
を

行
う
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
表
の
役
人
が
取
り
扱
う
こ
の
よ
う
な
御
用
に
お
い
て
は
、
特
定
の
絵

師
の
み
の
利
益
を
図
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

（
三
）
担
当
資
格

　

【
表
四
】
に
見
る
と
お
り
、
文
化
－
弘
化
年
間
を
通
し
て
饗
応
席
画
の
担
当
絵
師
は
ほ
と
ん
ど
表
絵
師
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
。

【
史
料
八
】
は
、
そ
れ
が
御
絵
師
筆
頭
と
奥
右
筆
と
の
間
で
の
了
解
事
項
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）

九
月
、
仁
和
寺
宮
済
仁
を
吹
上
の
庭
園
で
饗
応
す
る
こ
と
に
な
り
、
奥
右
筆
か
ら
内
々
に
席
画
絵
師
推
薦
の
要
請
が
あ
っ
た
。
筆

頭
の
晴
川
院
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
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【
史
料
八
】
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
弘
化
二
年
九
月
二
十
三
日
条

御
手
紙
拝
見
仕
候
、
然
者
近
々
仁
和
寺
御
門
跡
吹
上
御
庭
見
物
之
節
、
御
絵
師
両
人
も
席
画
被　

仰
付
候
儀
も
可
有
之
哉
二
候

間
、
差
懸
り
候
而
ハ
彼
是
御
不
都
合
二
付
右
名
前
内
々
取
極
、
今
朝
貴
所
様
方
迄
差
出
候
様
被
仰
下
、
則
別
紙
名
前
書
被
遣
委

細
承
知
仕
候
、
則
取
調
別
紙
名
前
申
上
候
、
尤
別
段
御
催
之
儀
二
御
座
候
問
、
奥
向
二
而

思
召
被　

仰
付
候
儀
三
戊
御
座
候
節
ハ
右
名
前
二
も
限
り
不
申
儀
与
奉
存
候
得
共
、
是
迄
年
々
参
向
等
之
振
合
を
以
表
御
絵
師
之



名
前
申
上
候
儀
二
御
座
候
、
左
様
御
承
知
可
被
下
と
昨
日
被
遣
候
名
前
書
、
是
又
返
上
仕
候
、
御
落
手
可
被
下
候
、

幕府御用としての席画について（尾本　師子）

こ
の
年
の
年
頭
勅
使
は
九
月
二
十
五
日
に
到
着
し
た
。
饗
応
席
画
は
二
十
⊥
ハ
日
に
通
常
通
り
行
わ
れ
、
同
日
仁
和
寺
宮
も
、
宿
舎

に
表
絵
師
の
派
遣
を
受
け
て
い
る
。
【
史
料
八
】
は
、
新
た
に
企
画
さ
れ
た
、
吹
上
庭
で
の
門
跡
饗
応
に
派
遣
す
る
御
絵
師
推
薦

書
に
添
え
ら
れ
た
文
面
な
の
で
あ
る
。
晴
川
院
は
「
今
回
は
特
別
な
饗
応
（
「
別
段
御
催
」
）
な
の
で
、
奥
向
の
意
向
が
あ
れ
ば
、

晴
川
院
の
推
薦
ど
お
り
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
一
応
、
年
頭
勅
使
饗
応
席
画
の
慣
例
（
「
是
迄
年
々
参
向
等
之
振
合
」
）
に

準
じ
て
表
絵
師
か
ら
選
ん
で
お
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
通
常
の
勅
使
・
門
跡
へ
の
饗
応
に
は
表
絵
師
が
派
遣
さ
れ
る
原

則
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
文
献
上
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

　

『
公
用
日
記
』
記
載
期
間
前
後
の
席
画
担
当
絵
師
に
関
し
て
は
断
片
的
な
情
報
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
寛
政
頃
ま
で
の

記
録
で
は
、
奥
絵
師
が
伝
奏
屋
敷
で
の
席
画
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
年
頭
勅
使
饗
応
席
画
に
表
絵
師
を
派
遣
す
る
と

い
う
措
置
は
、
勅
使
饗
応
席
画
の
開
始
当
初
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
文
化
中
頃
－
弘
化
始
め
に
は
、
表
絵
師
の
職
掌

と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
諺
。

五
、
参
向
公
家
衆
席
画
（
2
）
1
特
別
な
饗
応
に
お
け
る
席
画

　

と
こ
ろ
が
こ
の
期
間
内
に
お
い
て
、
奥
絵
師
が
勅
使
・
門
跡
饗
応
席
画
に
派
遣
さ
れ
る
少
数
の
例
外
が
あ
る
。
文
化
－
弘
化
年

間
に
勅
使
・
門
跡
饗
応
席
画
を
奥
絵
師
が
担
当
し
て
い
る
の
は
、
文
政
十
年
三
月
十
二
日
鍾
、
天
保
十
三
年
三
月
一
日
・
九
月
九

日
、
天
保
十
四
年
九
月
二
日
・
五
日
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
、
異
例
の
饗
応
が
催
さ
れ
た
時
に
あ
た
る
。
何
れ
の
年
も
、
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御徒町
麻布一　　　ム

小田原町 猿屋町 神田

?K町
金杉片

@町

根岸！　　鴻一　　ム 猿屋町代　　｛ 深川鳩町

愛宕下 住吉 板谷

柳雪

桂舟

了承

柳雪
（洞麟） （梅笑） 探玄

柳雪

墨川

良信

（洞寿） （了承）

婁川

（柳雪）

柳雪
（了承）

了承

探龍

（了承）

（婁川） 了承

嬰川 洞庭 （探龍）

玉円 （探龍）

（探龍）

宗益 探龍
（婁川） 梅栄

曇川 （了承）

（洞庭） 了承

（婁川） 洞庭

探龍

玉円 雪渓

宗益 （梅軒）
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幕府御用としての席画について（尾本　師子）

元号 饗応名目 中橋 鍛冶橋 木挽町 浜町 駿河台 山下町

文化08 定式参向・別参向饗応

文化09 定式参向・別参向饗応

文化11 定式参向・別参向饗応 祐清 洞白

文化13 定式参向・別参向饗応 祐清

文化14 定式参向・別参向饗応

文化15 定式参向・別参向饗応 探信 洞白 （真笑）

文政02 定式参向・別参向饗応 祐清

文政03 定式参向・別参向饗応

文政04 定式参向・別参向饗応 探渕

文政05 定式参向・別参向饗応 探渕

文政08 定式参向・別参向饗応

文政09 定式参向・別参向饗応 探倍豚渕） 真笑×

文政10 定式参向・別参向饗応 （祐清〉 探倍〔探渕） 真笑

文政10 格別之御思食 伊川院

文政11 定式参向・別参向饗応 祐清 （探渕） 洞益

文政12 定式参向・別参向饗応 探渕

文政13 定式参向・別参向饗応 （友川）

天保02 定式参向・別参向饗応 友川

天保03 定式参向・別参向饗応 （洞益）

天保04 定式参向・別参向饗応 董川 （洞益）

天保05 定式参向・別参向饗応 洞益 （真笑）

天保06 定式参向・別参向饗応 （真笑）

天保07 定式参向・別参向饗応 真笑

天保08 定式参向・別参向饗応

天保08 定式参向・別参向饗応 晴雪 洞益

天保09 定式参向・別参向饗応 洞白

天保10 定式参向・別参向饗応 春笑

天保ll 定式参向・別参向饗応 （真笑）

天保12 定式参向・別参向饗応 洞白

天保13 定式参向饗応

天保13 別参向饗応

天保13 家康日野輝資重用に因む 晴川院

天保13 宮門跡（家慶正室弟）饗応 晴川院

天保14 定式参向・別参向饗応

天保14 元文五年勅使饗応に因む 探渕 勝川院

天保14 准門跡・家定正室甥饗応 董川

弘化02 定式参向・別参向饗応 （春笑）

弘化02 （別段御催） 真笑

【表四　文化八～弘化二年勅使・門跡饗応席画担当一覧】

O内は御拍。×は拝命後、担当を外れた者。
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勅
使
・
門
跡
宿
所
へ
表
絵
師
を
派
遣
し
て
の
席
画
と
は
別
に
席
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
へ
奥
絵
師
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

天
保
十
三
年
三
月
一
日
に
は
、
日
野
資
愛
が
浜
庭
へ
招
か
れ
た
。
相
伴
役
の
一
人
奥
儒
者
成
嶋
東
岳
が
饗
応
の
記
録
「
浦
の
浜

ゆ
ふ
藝
」
を
残
し
て
い
る
。
東
岳
に
よ
れ
ば
、
日
野
資
愛
へ
の
饗
応
は
、
資
愛
の
先
祖
日
野
輝
資
を
家
康
が
重
用
し
た
こ
と
に
ち

な
ん
で
行
わ
れ
た
も
の
と
い
う
（
鍾
。
資
愛
と
相
伴
役
（
高
家
宮
原
義
周
・
儒
者
林
樫
宇
・
歌
学
方
北
村
再
昌
院
・
狩
野
晴
川
院
・

成
島
東
岳
）
た
ち
の
遊
覧
は
、
巳
の
刻
（
午
前
九
時
半
）
か
ら
初
夜
（
午
後
八
時
過
）
に
至
る
ま
で
続
い
た
。
園
内
に
は
、
田
園

風
景
や
製
塩
所
・
漁
場
と
い
っ
た
海
村
風
景
が
造
り
込
ま
れ
て
お
り
、
一
周
す
れ
ば
一
通
り
郊
外
の
遊
び
を
経
験
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
柳
営
御
物
で
飾
ら
れ
た
い
く
つ
も
の
茶
屋
が
あ
り
、
数
寄
屋
頭
が
茶
を
供
し
、
ま
た
酒
食
が
供
さ
れ
た
。
席

画
が
行
わ
れ
た
の
は
、
庭
の
中
央
に
あ
る
中
嶋
之
茶
屋
の
「
押
鴎
亭
」
で
あ
る
。
高
家
と
資
愛
で
三
献
が
行
わ
れ
た
後
、
相
伴
役

が
参
上
し
て
、
酒
食
を
摂
り
つ
つ
和
歌
・
漢
詩
を
よ
み
交
す
。
さ
ら
に
御
膳
の
後
、
吸
物
・
酒
が
出
る
中
で
の
席
画
と
な
る
。
日

野
資
愛
の
賛
入
り
の
席
画
を
作
る
よ
う
に
と
の
、
家
慶
の
意
向
を
う
け
て
描
か
れ
た
の
が
【
図
五
】
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
日
中

に
仕
上
げ
て
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
ほ
か
に
資
愛
の
「
御
好
」
と
し
て
四
点
、
林
樫
宇
や
北
村
再
昌
院
が
画
賛
を
つ
け
る

た
め
の
軽
い
絵
六
点
と
が
描
か
れ
て
い
る
（
【
表
五
】
）
。
も
う
一
点
、
資
愛
の
依
頼
で
庭
内
の
製
塩
所
の
情
景
を
地
取
し
、
そ
れ

を
元
に
本
画
が
後
日
提
出
さ
れ
て
も
い
る
。
成
島
東
岳
は
そ
の
時
の
様
子
を
「
絵
に
か
き
し
須
磨
の
景
色
に
よ
く
似
た
る
を
こ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ
の　
　
　

を
も
あ
か
ら
さ
ま
に
写
し
て
よ
、
と
養
信
に
請
ひ
給
ふ
、
こ
は
内
に
も
見
そ
な
は
さ
れ
ん
と
の
御
心
な
れ
る
べ
し
」
と
書
き
留
め

て
い
る
（
3
6
〕
。
こ
の
図
と
席
画
「
浜
御
庭
之
景
」
と
は
天
覧
に
供
さ
れ
た
と
晴
川
院
も
記
す
藪
。

　

翌
天
保
十
四
年
九
月
二
日
に
は
、
勅
使
徳
大
寺
実
堅
・
日
野
資
愛
の
二
人
に
対
し
て
、
隅
田
川
で
の
舟
遊
び
が
用
意
さ
れ
た
。

今
回
の
饗
応
は
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
三
月
二
十
一
日
伝
奏
冷
泉
為
久
・
葉
室
頼
胤
を
招
い
て
行
わ
れ
た
隅
田
川
遊
覧
に
倣

っ
た
も
の
で
あ
る
藝
。
元
文
五
年
の
相
伴
役
は
、
高
家
織
田
信
栄
・
畠
山
義
紀
の
ほ
か
儒
者
成
島
錦
江
が
務
め
た
〔
3
9
）
。
こ
の
前
々
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幕府御用としての席画について（尾本　師子）

年
、
吉
宗
は
大
嘗
会
を
再
興
し
、
元
文
五
年
に
は
新
嘗
会
を
も
再
興
す
る
な
ど
、
嫡
子
家
重
の
権
威
強
化
の
た
め
に
、
朝
廷
と
の

親
密
度
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
た
範
。
天
保
十
四
年
の
饗
応
の
意
図
も
同
様
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
前

年
、
先
祖
の
縁
で
饗
応
を
受
け
た
日
野
資
愛
は
、
今
回
は
勅
使
と
し
て
招
待
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
相
伴
人
は
、
再
昌
院
の
ほ
か

に
高
家
と
林
裡
宇
、
そ
し
て
奥
絵
師
狩
野
勝
川
・
狩
野
探
淵
が
務
め
た
。
一
行
は
龍
口
で
乗
船
、
洲
崎
村
で
散
策
の
後
、
船
で
木

母
寺
へ
向
か
い
、
食
事
の
の
ち
、
再
び
乗
船
し
て
伝
奏
屋
敷
へ
戻
っ
て
い
る
。
席
画
は
木
母
寺
で
行
わ
れ
、
二
人
の
奥
絵
師
は
、

絹
地
十
点
を
描
い
た
。
こ
れ
ら
は
奥
絵
師
宅
へ
下
げ
ら
れ
、
半
月
の
後
、
若
年
寄
へ
提
出
さ
れ
た
。
隅
田
川
－
木
母
寺
で
の
饗
応

は
、
浜
庭
で
の
そ
れ
に
比
べ
、
公
的
な
色
彩
の
強
い
も
の
と
し
て
諸
事
準
備
が
な
さ
れ
て
い
た
。
狩
野
晴
川
院
は
『
公
用
日
記
』

天
保
十
四
年
八
月
晦
日
条
に
「
今
度
遊
覧
者
表
二
而
取
扱
二
付
去
年
浜
之
節
と
ハ
相
違
二
而
公
家
持
チ
御
目
付
取
扱
二
付
諸
事
御
目

付
江
申
談
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
前
年
の
浜
庭
で
の
饗
応
が
奥
向
で
扱
わ
れ
、
彼
ら
御
相
伴
役
へ
の
指
示
も
小
納
戸
頭
取
か

ら
行
わ
れ
た
の
と
は
異
な
り
、
今
回
は
表
向
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
、
目
付
の
指
示
を
仰
い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

天
保
十
三
年
九
月
九
日
に
は
知
恩
院
宮
尊
超
が
浜
庭
に
招
か
れ
た
。
相
伴
役
は
奥
絵
師
狩
野
晴
川
院
・
奥
儒
者
成
島
東
岳
が
務

め
た
。
尊
超
が
、
有
栖
川
宮
織
仁
の
一
子
で
、
家
慶
の
正
室
喬
子
の
弟
に
あ
た
る
が
ゆ
え
の
厚
遇
で
あ
る
〔
包
。
し
か
し
、
勅
使
饗

応
の
際
の
主
人
役
が
高
家
だ
っ
た
の
に
対
し
、
尊
超
の
饗
応
の
そ
れ
は
側
用
取
次
（
新
見
正
路
）
で
、
相
伴
役
の
数
も
減
じ
ら
れ

て
い
る
。
高
家
と
若
年
寄
は
浜
庭
の
役
所
に
詰
め
、
送
り
迎
え
の
と
き
の
み
姿
を
見
せ
た
。
尊
超
に
対
す
る
饗
応
が
、
前
者
に
比

べ
、
よ
り
私
的
色
彩
の
強
い
こ
と
が
会
衆
の
顔
ぶ
れ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
も
席
画
は
押
鴎
亭
で
行
わ

れ
、
菊
図
三
幅
な
ど
の
ほ
か
、
家
慶
の
内
命
で
尊
超
画
賛
「
松
之
梢
二
真
奈
鶴
」
が
描
か
れ
た
（
【
図
六
】
・
【
表
五
】
）
。
ま
た
、

海
手
之
御
茶
屋
で
の
宴
席
で
は
、
尊
超
か
ら
晴
川
院
に
、
眼
前
の
月
の
景
色
を
描
く
よ
う
熱
心
な
依
頼
が
あ
っ
た
。
取
り
敢
え
ず

「
手
拍
」
を
し
、
「
如
何
こ
も
此
気
色
画
二
写
し
候
事
難
儀
、
猶
又
考
而
可
認
」
と
言
上
し
た
晴
川
院
に
対
し
、
尊
超
は
「
是
非
く
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【図六　尊超賛・狩野晴川院画

　　　　「松之梢二真奈鶴」の縮図
「公用日記」天保十三年九月九日条】

【図五　日野資愛賛・狩野晴川院画

　　　　「松二水・春富士」の縮図
「公用日記」天保十三年三月一日条】
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天保十三年三月一日日野資愛饗応席画画題

贈り先 仕様 画題 備考

大立絹つけたて 松二水

賛：行水もつきせぬ千世のふ

ｿそせく木高き松のかけをう

ﾂして徳川家慶

大立絹つけたて 春富士松桜

賛：そら高く霞を春のくまと

閧ｱ雪のひかりもはる・不二

ﾌ根
絹小立つけたて 松二帆舟

絹中横（小樹
ﾊ色（極彩色）

藤二水

日野資愛

絹中立三幅対
ﾊ色（極彩色）

中　芝浦

ｶ　飛鳥山
E　不忍之池

絹大立（大横）

ﾊ色（泥引極彩色〉

浜御庭之景

@藤棚御伝橋
@中島之図

天覧あり。

＊大横絹（極彩色） 浜之塩浜之図
塩屋を見物した際、資愛から
黒ｶを受けたもの。天覧あり。

相伴人

服沙小立

謗^二可成絵様かる
ｫ物

釣舟

��?

ﾝ二山吹
ﾙしあミ曙
哩ｮ
@下鷺

天保十三年九月九日知恩院尊超饗応席画画題

贈り先 仕様 画題 備考

徳川家慶 絹中立一幅つけたて 松之梢二真奈鶴
賛：声高く君か千とせそよハ

ﾓなる松の梢にたてるまな鶴
絹小立一幅つけたて にきやかなる菊

絹小立一幅つけたて にぎやかなる中菊

絹小立一幅墨画 白大菊二月

絹中横（大横）

i彩色〉

御庭二鷺之居たる

株V景色

尊超

絹中横（大横）

i彩色）
御庭塩屋の気色

服沙唐紙小立墨画 陶渕明

＊（絹大横彩色）

海面之月夜（海

閭?ｩ渡ス月夜真
i）

尊超から「海面之月夜可写」

ﾆ注文されたもの

（絹中横彩色）
（ふち山β富士見

nし鶴　たる所
ふち山は、浜庭内にあった山

【表五　日野資愛・知恩院尊超饗応席画の画題】

0内は、幕府提出時の表記。仕様に少異がある。
＊は席画ではなく当日のスケッチを元に描かれたもの。
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ふ
う
し
て
書
キ
而
可
被
参
」
と
「
再
三
」
に
わ
た
っ
て
声
を
掛
け
た
と
い
う
（
g
。

　

【
図
五
】
【
図
六
】
が
想
像
さ
せ
る
完
成
品
は
、
言
わ
れ
な
け
れ
ば
そ
れ
が
浜
庭
の
景
色
と
は
判
ら
な
い
よ
う
な
あ
り
き
た
り
の

吉
祥
画
「
松
流
水
図
」
「
富
士
遠
望
図
」
「
松
鶴
図
」
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
将
軍
家
の
永
続
を
託
す
る
に
相
応
し
い
絵

た
り
え
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
三
幅
の
仕
様
は
付
立
で
、
一
応
晴
川
院
の
自
宅
工
房
に
持
ち
帰
ら
れ
た
も
の
の
、
家
慶
が
せ
か

し
た
こ
と
も
あ
り
、
あ
ま
り
手
が
加
え
ら
れ
な
い
、
そ
の
意
味
で
は
席
画
ら
し
い
画
と
な
っ
た
。
九
月
九
日
の
席
画
の
後
、
尊
超

か
ら
将
軍
に
対
し
「
少
々
手
を
入
れ
た
い
の
で
、
席
画
を
自
分
の
方
へ
廻
し
て
頂
き
た
い
」
と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
。
家
慶
は

晴
川
院
に
仕
上
げ
を
急
が
せ
た
が
、
そ
れ
は
尊
超
の
申
入
れ
を
聞
き
入
れ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
当
日
の
記
念
の
品
な
の
に
書

き
直
し
で
も
さ
れ
た
ら
困
る
、
晴
川
院
の
落
款
印
章
が
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
宮
も
書
き
直
し
は
思
い
と
ど
ま
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う

か
ら
、
急
い
で
晴
川
院
に
仕
上
げ
さ
せ
ろ
、
と
新
見
正
路
に
指
示
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
昭
）
。

　

こ
れ
ら
三
枚
以
外
は
、
晴
川
院
の
自
宅
工
房
で
念
入
り
に
彩
色
を
施
さ
れ
た
上
で
、
客
人
に
贈
ら
れ
た
。
う
ち
「
浜
之
塩
浜
之

図
」
「
海
面
之
月
夜
」
が
、
地
取
を
元
に
制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
完
成
品
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
所
謂
「
真
景
図
」
を
意

識
し
た
仕
上
が
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
二
点
を
席
画
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。
但
し
、
記
念
品
の
作
り
方
に
対
す
る
、
家
慶

と
の
態
度
の
違
い
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
資
愛
・
尊
超
は
、
浜
庭
な
ら
で
は
、
月
夜
な
ら
で
は
と
い
っ
た
、
そ
の
場
・
そ

の
時
の
視
覚
体
験
の
描
出
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
て
い
る
。
対
す
る
に
家
慶
が
求
め
て
い
る
の
は
、
浜
庭
の
実
景
性
よ
り
も
、
資

愛
・
尊
超
が
当
日
、
歌
を
書
き
込
ん
だ
と
い
う
証
拠
物
で
あ
る
。
歌
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
絵
は
、
仮
名
書
き

の
画
賛
物
の
伝
統
的
な
形
式
－
賛
の
為
の
余
白
を
大
き
く
と
っ
て
、
絵
そ
の
も
の
も
う
る
さ
く
描
き
こ
ま
な
い
ー
が
選
択
さ
れ
る

の
が
当
然
で
あ
る
。
描
写
の
密
度
が
落
ち
れ
ば
、
実
景
性
も
表
現
し
に
く
く
な
ろ
う
。

　

天
保
十
四
年
九
月
五
日
に
は
東
本
願
寺
宗
主
の
達
如
・
厳
如
父
子
が
浜
庭
で
の
饗
応
を
受
け
た
。
彼
等
が
こ
の
年
参
府
し
た
の

32



幕府御用としての席画について（尾本　師子）

は
、
日
光
東
照
宮
へ
の
参
詣
と
、
厳
如
が
大
僧
正
に
叙
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
御
礼
の
為
で
あ
る
。
席
画
に
は
奥
絵
師
の
狩
野
董

川
と
表
絵
師
の
狩
野
探
龍
が
遣
わ
さ
れ
た
藝
。
厳
如
は
、
達
如
と
鷹
司
政
熈
娘
依
子
の
問
に
生
ま
れ
、
将
軍
世
子
家
定
正
室
任
子

の
実
の
甥
に
あ
た
る
。
達
如
父
子
が
招
か
れ
た
の
は
、
こ
の
縁
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
但
し
、
彼
等
准
門
跡
の
相
伴
人
に
表
絵
師
が

含
ま
れ
て
い
た
の
は
、
宮
門
跡
尊
超
と
の
格
差
の
表
れ
と
い
え
る
。

　

門
跡
・
准
門
跡
は
、
門
跡
の
継
承
や
将
軍
代
替
わ
り
な
ど
の
折
々
に
参
府
す
る
が
、
毎
度
こ
の
よ
う
な
特
別
な
饗
応
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
天
保
十
二
年
、
大
御
所
家
斉
の
死
に
よ
っ
て
、
家
慶
と
老
中
水
野
忠
邦
と
は
漸
く
実
権
を
握
っ
た
。
天
保
十
三
・

十
四
両
年
の
四
度
に
及
ぶ
特
別
な
饗
応
は
、
幕
府
が
改
め
て
朝
廷
と
の
交
誼
を
固
め
る
た
め
に
執
り
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
相
伴

人
た
ち
が
書
き
残
し
た
記
録
で
は
、
浜
庭
で
の
日
野
資
愛
へ
の
饗
応
・
隅
田
川
で
の
勅
使
饗
応
が
、
そ
れ
ぞ
れ
家
康
や
吉
宗
の
故

事
に
よ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
「
絶
え
た
る
を
継
ぎ
、
廃
れ
た
る
を
興
す
御
本
意
§
」
を
持
つ
と
い
う
家
慶
が
回
帰
し
よ

う
と
目
指
す
時
代
の
表
明
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
年
を
お
い
た
弘
化
二
年
の
仁
和
寺
門
跡
饗
応
が
、
吹
上
と
い
う
近
場
で
行
わ

れ
、
派
遣
さ
れ
る
御
絵
師
も
表
絵
師
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
の
は
（
【
史
料
八
】
）
、
幕
府
に
大
規
模
な
饗
応
を
定
例
化
す
る
意
図
が

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

水
谷
三
公
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
浜
庭
は
「
将
軍
個
人
の
許
し
や
招
待
が
な
け
れ
ば
（
中
略
）
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
の
出
来

な
い
私
的
な
庭
」
で
あ
り
、
「
江
戸
城
奥
の
延
長
」
と
い
う
位
相
に
あ
っ
た
奪
。
私
的
領
域
の
深
部
へ
と
招
き
入
れ
る
こ
と
、
そ

れ
が
最
上
級
の
も
て
な
し
を
意
味
す
る
と
い
う
認
識
が
築
き
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
客
た
ち
は
こ
の
一
日
限
り
を
禁
苑
に

遊
び
、
将
軍
の
占
有
物
た
る
奥
絵
師
の
席
画
を
我
が
物
と
し
た
の
だ
っ
た
。
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お
わ
り
に

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
御
絵
師
が
幕
府
御
用
と
し
て
行
う
席
画
に
は
、
三
つ
の
形
態
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
〈
将
軍
を
慰
め
る

遊
戯
ー
御
前
絵
〉
で
、
休
息
問
に
お
い
て
奥
絵
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
二
つ
め
は
〈
絵
師
の
身
分
確
定
の
儀
式
－
御
代
始
御
席

画
〉
で
、
御
座
間
に
お
い
て
表
絵
師
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。
三
つ
め
は
〈
朝
廷
か
ら
の
使
節
を
も
て
な
す
座
興
－
参
向
公
家
衆
席

画
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
二
つ
の
形
態
に
分
け
ら
れ
、
年
頭
勅
使
の
宿
舎
に
表
絵
師
が
派
遣
さ
れ
て
行
う
も
の
と
、
奥
絵
師

が
遊
覧
に
同
行
し
て
行
う
も
の
と
が
あ
っ
た
。
後
者
に
は
さ
ら
に
も
う
一
段
階
、
奥
表
の
層
位
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

日
野
資
愛
を
家
康
睨
懇
衆
の
商
と
し
て
招
い
た
浜
庭
饗
応
は
奥
の
役
人
の
取
扱
い
、
日
野
資
愛
・
徳
大
寺
実
堅
を
勅
使
と
し
て
も

て
な
し
た
隅
田
川
遊
覧
は
表
の
役
人
の
取
扱
い
、
と
い
っ
た
具
合
だ
っ
た
。

　

こ
の
奥
／
表
の
区
別
は
、
周
知
の
如
く
江
戸
城
内
の
空
間
秩
序
に
由
来
し
て
い
る
。
公
的
な
儀
式
が
行
わ
れ
る
「
表
」
、
将
軍

が
居
住
し
、
役
人
の
執
務
が
行
わ
れ
る
「
中
奥
」
、
女
性
達
の
居
住
す
る
「
大
奥
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
中
奥
内
に
あ
る
「
休
息
間
」

「
御
座
間
」
に
そ
れ
ぞ
れ
奥
表
の
機
能
が
持
た
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
奥
／
表
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
を
さ
ら
に
奥
／
表
と
仕
切
っ
て

い
く
こ
と
で
、
序
列
の
精
緻
化
へ
の
対
応
が
図
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
空
間
秩
序
は
、
将
軍
と
の
親
疎
を
示
す
指
標
と
し
て
も
用

い
ら
れ
る
。
大
名
や
幕
臣
、
将
軍
の
賓
客
に
対
す
る
処
遇
が
、
奥
／
表
と
い
う
空
間
的
な
比
喩
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
席

画
で
は
、
〈
演
じ
手
の
身
分
〉
〈
会
場
の
設
定
〉
〈
担
当
役
人
の
顔
ぶ
れ
〉
な
ど
に
奥
表
の
仕
切
り
が
重
層
的
に
持
ち
込
ま
れ
、
入

子
型
の
階
層
生
成
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

浜
庭
饗
応
．
隅
田
川
饗
応
と
も
に
そ
の
テ
ー
マ
は
、
「
旅
情
と
鄙
の
遊
び
」
で
あ
っ
た
。
隅
田
川
の
都
鳥
・
藻
塩
焼
く
煙
、
共

に
京
を
離
れ
た
大
宮
人
の
感
傷
を
刺
激
し
て
き
た
素
材
で
あ
る
。
饗
応
の
舞
台
に
文
化
的
な
枠
組
を
与
え
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
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た
和
歌
・
歌
物
語
の
世
界
だ
っ
た
。
同
時
に
、
も
て
な
し
の
内
容
に
は
、
室
町
将
軍
の
式
正
御
成
や
秀
忠
以
来
の
数
奇
御
成
の
枠

組
が
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。
式
三
献
・
茶
湯
・
酒
宴
が
組
み
合
さ
れ
て
い
る
点
、
い
く
つ
も
の
茶
屋
に
そ
れ
ぞ
れ
趣
向
を
凝
ら

し
た
座
敷
飾
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
演
出
、
に
そ
れ
が
指
摘
で
き
る
。
但
し
、
将
軍
御
成
が
盛
ん
だ
っ
た
江
戸
中
期
ま
で
の

記
録
に
は
、
御
成
先
で
席
画
が
行
わ
れ
て
い
た
形
跡
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
饗
応
の
場
で
席
画
が
文
化
的
な
意
匠
と
し

て
機
能
す
る
た
め
の
条
件
が
何
時
頃
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
、
本
稿
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
冒
頭
で
挙
げ
た
諸
芸
能
と
席
画
と
の
相
違
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
今
後
も
検
討
を
続
け
て
い
き
た
い
。

幕府御用としての席画について（尾本　師子）

注
2（

3
）

（
4
）

65
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版　

二
〇
〇
一
年
小
学
館
。

「
玉
洲
画
趣
」
（
寛
政
二
年
、
一
七
九
〇
）
坂
崎
坦
編
『
日
本
画
論
大
観
』
上　

ア
ル
ス　

一
九
二
七
年
所
収
。
「
竹
洞
画
論
」
（
享
和

二
年
、
一
八
〇
二
）
今
関
寿
麿
纂
訂
『
東
洋
画
論
集
成
』
下　

読
画
書
院　

一
九
一
六
年　

所
収
。

佐
藤
豊
三
「
将
軍
家
『
御
成
』
に
つ
い
て
（
一
〜
九
）
」
『
金
號
叢
書
』
一
〜
＝
二　

徳
川
黎
明
会　

一
九
七
四
〜
一
九
八
六
年
。
武

田
庸
二
郎
「
徳
川
家
綱
の
茶
湯
に
つ
い
て
1
身
分
制
社
会
に
お
け
る
饗
応
と
贈
答
1
」
村
上
直
編
『
幕
藩
制
社
会
の
地
域
的
展
開
』

雄
山
閣　

一
九
九
六
年
。
小
川
朝
子
「
近
世
の
幕
府
儀
礼
と
三
方
楽
所
－
将
軍
家
法
会
の
舞
楽
を
中
心
に
ー
」
今
谷
明
・
高
埜
利
彦

編
『
中
近
世
の
宗
教
と
国
家
』
岩
田
書
院　

一
九
九
八
年
。
増
川
宏
一
『
碁
打
ち
・
将
棋
指
し
の
江
戸
－
大
橋
家
文
書
が
明
か
す
新

事
実
』
平
凡
社　

一
九
九
八
年
。

他
に
、
画
業
を
本
職
と
し
な
い
者
も
、
幕
府
の
絵
の
用
命
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
役
人
で
は
小
姓
・
小
納
戸
に
、
坊
主
で
は
奥
坊

主
に
、
絵
を
得
意
と
す
る
者
が
任
用
さ
れ
て
い
た
。

『
日
光
御
彩
色
値
段
帳
』
国
会
図
書
館
蔵
。
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
吉
田
さ
ち
子
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

ま
れ
に
、
奥
坊
主
御
絵
番
が
御
絵
師
の
末
席
で
席
画
を
命
じ
ら
れ
る
事
が
あ
る
。
町
絵
師
に
よ
る
席
画
の
例
に
、
葛
飾
北
斎
が
将
軍

御
成
先
で
席
画
を
し
た
と
い
う
有
名
な
逸
話
が
あ
る
。
竜
田
舎
秋
錦
編
（
慶
応
四
年
）
「
新
増
補　

浮
世
絵
類
考
」
（
『
日
本
随
筆
大
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　　　　　987
） V　）

（
1
0
）

1211（
1
3
）

　15 　14

）
成
』
一
一　

吉
川
弘
文
館　

一
九
七
四
年　

所
収
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
谷
文
晃
（
田
安
家
御
絵
師
）
か
ら
の
伝
聞
の
形

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
れ
が
実
話
だ
と
し
て
も
、
御
成
先
で
非
公
式
に
行
わ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
。

拙
稿
「
江
戸
幕
府
御
絵
師
の
身
分
と
格
式
」
学
習
院
大
学
哲
学
会
誌
二
六　

二
〇
〇
二
年
。

東
京
国
立
博
物
館
蔵
。

松
原
茂
氏
は
、
西
丸
御
前
絵
が
大
抵
「
荻
之
廊
下
」
で
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
「
奥
絵
師
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
に
見
る

そ
の
活
動
」
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
一
七　

一
九
八
二
年
）
。
三
人
以
上
の
絵
師
が
並
ん
で
席
画
す
る
と
き
や
、
杉
戸
な
ど
大
型
の

絵
を
御
前
で
描
く
と
き
は
、
休
息
間
に
隣
接
す
る
萩
之
廊
下
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

深
井
雅
海
「
江
戸
城
本
丸
御
殿
図
に
見
る
中
奥
・
表
向
・
大
奥
ー
そ
の
変
遷
を
中
心
に
…
（
上
〜
下
の
二
）
」
徳
川
林
政
史
研
究
所

研
究
紀
要
二
七
〜
三
〇　

一
九
九
三
〜
九
六
年
。

『
公
用
日
記
』
文
政
十
年
六
月
二
日
条
な
ど
。

鍛
冶
橋
狩
野
家
に
よ
る
狩
野
家
の
席
画
取
締
り
は
、
そ
の
祖
探
幽
の
故
事
に
由
緒
を
持
つ
。
同
家
の
家
譜
や
由
緒
書
は
、
慶
長
十
九

年
（
一
六
一
四
）
に
探
幽
が
徳
川
秀
忠
の
前
で
席
画
を
行
っ
て
厚
く
褒
賞
さ
れ
た
と
し
、
「
御
席
画
之
儀
者
、
家
二
重
ク
相
心
得
申
候
」

と
述
べ
る
。
小
林
自
閑
斎
編
「
狩
野
五
家
譜
」
（
文
化
九
年
。
坂
崎
坦
編
『
日
本
画
論
大
観
』
中　

ア
ル
ス　

一
九
二
九
年　

所

収
）
・
大
村
西
崖
『
東
洋
美
術
大
観
』
巻
五
（
審
美
書
院　

一
九
〇
九
年
）
所
引
「
探
淵
（
守
真
、
一
八
〇
五
〜
一
八
五
三
）
先
祖

書
」
（
原
本
所
在
不
明
）
。

中
橋
．
鍛
冶
橋
．
木
挽
町
．
浜
町
な
ど
、
奥
絵
師
を
出
す
こ
と
の
で
き
る
家
の
御
絵
師
で
も
、
奥
絵
師
を
拝
命
す
る
ま
で
は
、
表
絵

師
と
し
て
出
仕
す
る
（
拙
稿
、
前
掲
注
）
。

「
文
恭
院
殿
御
実
紀
附
録
」
巻
四
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
四
九　

吉
川
弘
文
館　

一
九
九
九
年
）
。

中
橋
狩
野
家
の
狩
野
宗
家
と
し
て
の
地
位
は
、
幕
初
よ
り
幕
末
ま
で
不
変
で
あ
る
。
が
、
御
絵
師
集
団
の
実
務
上
の
長
は
、
養
朴
常

信
以
降
、
木
挽
町
狩
野
家
が
務
め
て
い
た
。
こ
の
「
実
務
上
の
長
」
の
地
位
は
、
そ
の
時
期
の
「
名
順
（
筆
順
と
も
）
」
の
ト
ッ
プ

に
あ
る
者
す
な
わ
ち
「
筆
頭
」
が
務
め
る
。
御
絵
師
の
「
名
順
」
と
は
、
制
作
下
命
の
際
の
仰
せ
渡
し
順
・
公
的
な
文
書
で
の
記
載

順
な
ど
に
適
用
さ
れ
る
、
御
絵
師
成
員
間
の
序
列
で
、
幕
府
全
体
の
御
礼
席
順
（
年
始
・
五
節
句
そ
の
他
、
江
戸
城
内
で
の
拝
謁
儀

礼
に
お
け
る
席
次
）
に
規
定
さ
れ
て
い
た
（
森
岩
恒
明
「
江
戸
幕
府
御
絵
師
の
序
列
と
そ
の
変
動
ー
住
吉
家
を
例
に
」
学
習
院
大
学

哲
学
会
誌
二
七　

二
〇
〇
三
年
）
。
「
筆
頭
」
の
語
が
実
際
に
文
書
中
で
使
わ
れ
た
例
に
は
『
公
用
日
記
』
天
保
十
四
年
八
月
十
二
日
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17161918（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）
平
井
誠
二
、
前
掲
注
。

（
2
5
）
狩
野
渓
雲
「
御
用
拍
」
（
東
京
藝
術
大
学
蔵
『
御
目
見
月
次
出
仕
備
忘
録
』
の
う
ち
）
に
よ
る
。
原
表
紙
（
「
御
用
如　

狩
野
久
信
」
）

　
　

を
含
む
七
丁
。
文
化
十
四
年
〜
天
保
十
年
の
御
用
の
先
例
を
書
き
留
め
た
も
の
で
、
記
者
は
狩
野
渓
雲
久
信
（
一
八
三
九
〜
一
九
〇

　
　

七
、
雪
渓
の
養
子
）
。

（
2
6
）
他
に
勅
使
・
院
使
の
随
員
へ
も
十
数
点
が
贈
ら
れ
て
い
る
。

（
2
7
）
奥
右
筆
は
、
老
中
・
若
年
寄
を
補
佐
し
て
、
諸
役
人
・
諸
大
名
な
ど
か
ら
老
中
・
若
年
寄
へ
提
出
さ
れ
る
書
類
や
届
を
整
理
し
、
ま

　
　

た
そ
れ
ら
の
内
容
に
応
じ
て
先
例
の
調
査
・
検
討
を
行
う
（
本
間
修
平
「
徳
川
幕
府
奥
右
筆
の
史
的
考
察
」
服
部
弘
司
・
小
山
貞
矢

が
あ
る
。

『
公
用
日
記
』
天
保
八
年
十
二
月
十
六
日
条
。

【
図
二
】
は
『
東
洋
美
術
大
観
』
巻
五
か
ら
転
載
。
こ
の
図
は
狩
野
雪
渓
俊
信
「
将
軍
代
始
儀
礼
控
（
筆
者
に
よ
る
仮
題
）
」
か
ら

の
書
き
起
こ
し
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
「
将
軍
代
始
儀
礼
控
」
は
東
京
藝
術
大
学
蔵
『
御
目
見
月
次
出
仕
備
忘
録
』
に
含
ま
れ
る
史
料

で
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
将
軍
家
定
御
代
始
御
席
画
の
覚
え
書
で
あ
る
。
狩
野
晴
川
院
の
「
旧
記
」
（
天
保
八
年
御
代
始
御
席

画
の
覚
え
書
）
の
写
し
が
含
ま
れ
る
。
【
図
二
と
【
図
二
】
に
ほ
と
ん
ど
差
異
は
無
い
が
、
晴
川
院
「
旧
記
」
と
『
公
用
日
記
』

の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
『
御
目
見
月
次
出
仕
備
忘
録
』
は
小
田
原
町
狩
野
家
の
御
用
留
で
、
作
製
年
代
．
記
者
の
異
な
る
い

く
つ
か
の
文
書
が
合
綴
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
史
料
の
存
在
は
森
岩
恒
明
氏
の
ご
教
示
を
得
た
）
。
『
東
洋
美
術
大
観
』
巻
五
所
引
の

「
小
田
原
町
家
旧
記
」
と
同
一
物
と
み
て
よ
い
。

増
川
宏
｝
、
前
掲
注
。

例
え
ば
「
有
徳
院
殿
御
実
紀
附
録
」
十
六
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
四
六　

吉
川
弘
文
館　

一
九
九
九
年
）
に
「
画
工
等
を
御
前

に
め
し
、
席
上
に
て
絵
を
か
・
せ
て
御
覧
ず
る
事
は
、
狩
野
探
幽
が
つ
か
ふ
ま
つ
り
し
こ
ろ
よ
り
は
じ
ま
り
て
、
世
に
も
席
画
と
号

し
て
、
あ
ま
ね
く
翫
ぶ
事
と
は
な
れ
り
、
」
と
あ
る
。

『
公
用
日
記
』
天
保
八
年
十
二
月
十
二
日
条
。

平
井
誠
二
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
年
頭
勅
使
の
関
東
下
向
」
大
倉
山
論
集
二
三　

一
九
八
八
年
。

『
増
訂
故
実
叢
書
』
＝
二　

吉
川
弘
文
館　

一
九
二
九
年　

所
収
。

『
徳
大
寺
実
堅
武
家
伝
奏
記
録
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）
の
う
ち
。

37



学習院大学人文科学論集）皿（2004）

　
　

編
『
法
と
権
力
の
史
的
考
察
』
創
文
社　

一
九
七
七
年　

所
収
）
。

（
2
8
）
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
、
幕
府
の
賄
向
き
の
改
正
以
降
、
勅
使
雑
掌
・
用
人
へ
の
応
対
は
勘
定
組
頭
・
勘
定
方
が
、
目
付
立
会
い

　
　

の
も
と
行
う
こ
と
に
な
っ
た
（
平
井
誠
二
、
前
掲
注
）
。

（
2
9
）
前
掲
注
1
5
参
照
。

（
3
0
）
池
田
宏
氏
の
「
絵
師
一
覧
」
（
「
狩
野
晴
川
院
『
公
用
日
記
』
に
み
る
諸
相
」
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
二
八　

一
九
九
二
年
）
で
は
、

　
　

前
の
行
の
履
歴
が
略
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
誤
り
で
あ
る
。

（
3
1
）
松
原
茂
、
前
掲
注
。

（
3
2
）
大
村
西
崖
は
『
東
洋
美
術
大
観
』
巻
五
及
び
「
幕
府
の
御
絵
師
に
就
き
て
」
（
書
画
骨
董
雑
誌
九
｝　

一
九
一
六
）
の
な
か
で
、
年

　
　

頭
勅
使
饗
応
席
画
へ
は
、
・
表
絵
師
数
名
が
出
向
き
、
奥
絵
師
一
名
が
付
添
い
と
し
て
参
加
す
る
、
・
会
場
は
浜
御
殿
な
ど
、
と
記

　
　

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
の
一
部
は
、
狩
野
友
信
（
一
八
四
三
〜
一
九
一
二
、
安
政
六
年
に
奥
絵
師
拝
命
）
談
に
拠
る
も
の
で
あ

　
　

る
と
い
う
。
だ
が
、
『
公
用
日
記
』
や
同
時
期
の
勅
使
の
下
向
記
に
依
っ
て
、
少
な
く
と
も
文
化
七
〜
弘
化
三
年
は
、
・
表
絵
師
の

　
　

み
が
派
遣
さ
れ
、
・
会
場
は
伝
奏
屋
敷
や
天
徳
寺
な
ど
、
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

（
3
3
）
文
政
十
年
三
月
十
二
日
の
席
画
は
、
以
下
の
本
文
で
述
べ
る
よ
う
な
大
規
模
な
饗
応
で
は
な
い
が
、
異
例
の
扱
い
で
は
あ
る
。
同
年

　
　

二
月
二
十
日
将
軍
家
斉
の
実
父
治
済
が
没
し
た
。
家
斉
の
服
忌
の
た
め
に
、
対
面
は
延
期
さ
れ
、
参
府
中
の
勅
使
一
行
は
長
期
滞
在

　
　

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
三
月
八
日
、
通
例
の
表
絵
師
席
画
が
行
わ
れ
、
天
徳
寺
滞
在
中
の
右
大
将
鷹
司
輔
煕
の
も
と
へ
も
表
絵
師
が

　
　

派
遣
さ
れ
た
が
、
重
ね
て
十
二
日
に
は
、
奥
絵
師
の
狩
野
伊
川
院
が
遣
わ
さ
れ
た
。
こ
の
席
画
は
「
御
忌
中
二
付
別
二　

御
饗
応
も

　
　

無
之
、
御
つ
れ
く
二
而
可
有
之
二
付
」
、
家
斉
の
「
格
別
之　

御
思
食
二
而
」
供
さ
れ
た
と
い
う
（
『
公
用
日
記
』
文
政
十
年
三
月
十

　
　

日
条
）
。
鷹
司
輔
熈
は
当
時
の
関
白
政
通
の
嫡
子
で
あ
る
。
家
斉
の
太
政
大
臣
昇
進
（
同
年
三
月
十
八
日
）
に
は
父
政
通
の
貢
献
が

　
　

大
き
か
っ
た
（
藤
田
覚
「
天
保
期
の
朝
廷
と
幕
府
ー
徳
川
家
斉
太
政
大
臣
昇
進
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
日
本
歴
史
六
一
六　

一
九
九
九

　
　

年
）
。

（
3
4
）
黒
川
春
村
編
『
歴
代
残
閾
日
記
』
第
三
十
五
冊
臨
川
書
店　

一
九
九
〇
年
所
収
。

（
3
5
）
北
村
再
昌
院
「
墨
水
遊
覧
記
」
（
「
視
聴
草
」
続
五
集
之
九
『
内
閣
文
庫
叢
刊
』
特
刊
二　

汲
古
書
院　

一
九
八
八
年　

所
収
）
に
も

　
　

資
愛
の
饗
応
に
つ
い
て
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
3
6
）
「
浦
の
浜
ゆ
ふ
」
前
掲
注
。
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（
3
7
）
『
公
用
日
記
』
天
保
十
四
年
八
月
晦
日
条
。

（
3
8
）
「
墨
水
遊
覧
記
」
前
掲
注
。

（
3
9
）
成
島
錦
江
「
春
の
御
ふ
ね
」
国
会
図
書
館
蔵
。
『
東
京
市
史
稿　

遊
園
編
』
第
二
（
東
京
市
、
一
九
二
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
、

　
　

木
挽
町
狩
野
家
と
交
友
の
あ
っ
た
旗
本
岡
村
直
賢
の
依
頼
で
、
狩
野
養
川
院
画
・
成
島
衡
山
書
で
絵
巻
化
が
企
て
ら
れ
た
が
未
完
に

　
　

お
わ
り
、
文
政
二
年
改
め
て
そ
の
子
孫
松
斎
に
よ
っ
て
、
狩
野
晴
川
院
画
・
成
島
東
岳
書
で
絵
巻
化
さ
れ
屋
代
弘
賢
の
箱
書
が
付
け

　
　

ら
れ
た
と
い
う
。

（
4
0
）
高
埜
利
彦
「
十
八
世
紀
前
半
の
日
本
」
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
第
十
三
巻　

岩
波
書
店　

一
九
九
四
年
。

（
4
1
）
水
谷
三
公
『
将
軍
の
庭
－
浜
離
宮
と
幕
末
政
治
の
風
景
1
』
中
央
公
論
新
社　

二
〇
〇
二
年
。

（
4
2
）
『
公
用
日
記
』
天
保
十
三
年
九
月
九
日
条
。

（
4
3
）
『
公
用
日
記
』
天
保
十
三
年
九
月
十
五
日
条
。

（
4
4
）
『
公
用
日
記
』
天
保
十
四
年
九
月
五
日
条
。

（
4
5
）
「
浦
の
浜
ゆ
ふ
」
前
掲
注
。
引
用
に
際
し
て
、
原
文
の
仮
名
書
を
漢
字
に
直
し
た
。

（
4
6
）
水
谷
三
公
、
前
掲
注
。
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（寸

W
N
）
貝
蝋
鰹
卦
誌
轄
く

Sekiga　as　assignment　of　Tokugawa　govemment

［keywords：①Sekiga，②Oeshi，③Shogunal　succession　rites，

　　　　　　　　　　④Feast　f6士emissaries，⑤OkuOmote］

OMOTO，　Noriko

O
＞

　　Oeshis　were　painters　who　were　emloyed　by　government　of　Edo．　Oeshi’had　two　classes：Oku－eshi（Back－painters，　or

painters　belonging　to　the　shogun’sprivate　area　in　Edo　Castle）and　OmoIe－eshi（Front－painters，　or　painters　belonging　to　the

offical　area）．　The　distincion　between　Oku（back）and　Omote（front）was　very　important　in　spatial　meaning　as　well　as　in

hierarchy　in　Edo　Castle．　The　nearer　to　shogun，　the　powe㎡ful　in　court　politics．　Bureaucrats，　monks，　servants　were　also

divided　into　two　lanks　by　Oku／Omote　line．

　　They　drew，　beside　various　daily　works，　special　kind　of　picture　called‘‘Seldga”．　Sekiga　were　performance　in　which　a

painter　draws　some　pictures　before　the　audiences　who　were　usual．ly　his　patron　or　patron’s　guests．

　　Sekiga　was　a　popular　attraction　in　the　gatherings　of　upPer　classes　in　Edo　and　Meiji　period．　ln　the　case　of　Oeshis，　Sekiga

meaned　special　meaning　because　their　audience　were　usually　of　very　high　rank　including　Shogun．　Performances　of

Sekiga　were　also　related　to　the　distinction　between　Oku　and　Omote．

（＜罧顧ト霞獣蕪瞬ト帥督避一H鰹i霊騰訓くur）




